
中
国
に
於
け
る
山
嶽
と
仏
教

特
に
北
魏
期
の
大
土
地
所
有
と
嵩
山
へ
の
寺
院
建
造
を
中
心
と
し
て

桐

原

孝

見

一
、
は
じ
め
に

現
在
の
河
南
省
登
封
市
に
あ
る
嵩
山
は
、『
詩
経
』
の
崧
高
篇
に
「
崧
高
は

維
れ
嶽
、
駿
と
し
て
天
に
極
る①

」
と
み
え
る
よ
う
に
、
古
来
よ
り
中
国
に
そ
の

名
を
知
ら
れ
る
山
で
あ
る
。
更
に
、『
爾
雅
』
の
釈
山
篇
に
「
泰
山
を
東
嶽
と

為
し
、
華
山
を
西
嶽
と
為
し
、
霍
山
を
南
嶽
と
為
し
、
恆
山
を
北
嶽
と
為
し
、

嵩
高
を
中
嶽
と
為
す②

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
五
岳
の
一
つ
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。

一
方
『
初
学
記
』
で
は
、
戴
延
之
の
『
西
征
記
』
を
引
い
て
、「
其
の
山
の
東

は
太
室
と
謂
い
、
西
は
少
室
と
謂
う
。
相
い
去
る
こ
と
十
七
里
に
し
て
、
嵩
は

其
の
總
名
な
り
。
之
れ
室
と
謂
う
は
、
其
の
下
に
各
おのおの石

室
有
る
を
以
て
す
。
少

室
は
髙
八
百
六
十
丈
、
上
方
十
里
な
り
。
太
室
と
相

な
る
も
、
但
だ
小
と
す

る
の
み③

。」
と
し
て
、
嵩
山
が
東
の
太
室
山
と
西
の
少
室
山
と
の
二
つ
の
山
か

ら
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
嵩
山
が
、
い
つ
ご
ろ
五
嶽
の
中
嶽

と
な
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
中
嶽
と
定
め
た
の
が
国
家
で
あ
っ
た
場
合
、
一
般

の
山
は
北
魏
期
に
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
た
の
か
。
更
に
、
北
魏
期

に
お
け
る
嵩
山
の
寺
院
建
造
は
、
そ
の
状
況
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か

を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二
、
中
嶽
嵩
山
の
成
立

古
来
、
中
国
に
お
い
て
山
と
い
う
場
所
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
、『
禮
記
』
祭
法
篇
に
「
山
林
川
谷
丘
陵
は
、
民
の
財
を
取

り
て
用
い
る
所
な
り
」
と
見
え
る
こ
と
や
、『
初
学
記
』
に
引
か
れ
る
『
韓
詩

外
傳
』
に
は
「
夫
れ
山
は
、
萬
民
の

仰
す
る
所
な
り④

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

山
が
民
の
暮
ら
し
に
と
っ
て
必
要
な
場
所
で
あ
り
、
仰
ぐ
べ
き
対
象
で
あ
っ
た

こ
と
が
理
解
出
来
る
。

一
方
で
、『
周
禮
』
春
官
宗
伯
に
は
、「
血
祭
を
以
て
社
稷
・
五
祀
・
五
岳
を

祭
り
、

沈
を
以
て
山
林
川
澤
を
祭
る
」
と
あ
る
こ
と
や
、『
禮
記
』
曲
禮
下

の
「
天
子
は
天
地
を
祭
り
、
四
方
を
祭
り
、
山
川
を
祭
り
、
五
祀
を
祭
り
、
歳

に
遍
し
。
諸
侯
は
方
祀
し
、
山
川
を
祭
り
、
五
祀
を
祭
り
、
歳
に
遍
し
。
大
夫

は
五
祀
を
祭
り
、
歳
に
遍
し
。
士
は
其
の
先
を
祭
る
。」
等
と
い
う
記
述
に
よ

っ
て
山
は
祭
祀
が
行
わ
れ
る
場
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
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な
か
で
、
と
り
わ
け
五
嶽
と
い
う
考
え
方
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
吉
川
忠

夫
氏
は
、
五
嶽
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
、
五
行
思
想
の
影
響
の
も
と
に
生
ま
れ

た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
成
立
は
前
漢
の
時
代
、
更
に
言
え
ば
武
帝
の
時

代
に
固
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る⑤

。
そ
こ
で
、
先
ず
前
漢
・
後
漢
両
王

朝
公
認
の
五
嶽
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

吉
川
氏
は
『
白
虎
通
義
』
の
巡
狩
篇
の
記
述
を
も
と
に
さ
れ
て
い
る⑥

。
そ
こ
に

は
、

五
嶽
は
岱
山
・
霍
山
・
華
山
・
恆
山
・
嵩
山
を
謂
う
な
り⑦

と
あ
っ
て
、
岱
（
泰
）
山
・
霍
山
・
華
山
・
恆
山
・
嵩
山
が
五
嶽
で
あ
る
こ
と

が
分
か
る
。

ま
た
、
吉
川
氏
は
、『
爾
雅
』
の
釈
山
篇
に
、
五
嶽
に
関
す
る
説
が
二
つ
あ

る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る⑧

。
そ
の
記
述
の
一
つ
は
、

泰
山
を
東
嶽
と
為
し
、
華
山
を
西
嶽
と
為
し
、
霍
山
を
南
嶽
と
為
し
、
恆

山
を
北
嶽
と
為
し
、
嵩
高
を
中
嶽
と
為
す
な
り
『
爾
雅
』
釈
山

泰
山
為
東
嶽
、
華
山
為
西
嶽
、
霍
山
為
南
嶽
、
恆
山
為
北
嶽
、
嵩
高
為
中

嶽
。

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、

河
南
は
華
、
河
西
は
嶽
、
河
東
は
岱
、
河
北
は
恆
、
江
南
は
衡
な
り⑨

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
前
漢
・
後
漢
両
王
朝
公
認
の
考
え
方
と
同
一

で
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
に
お
い
て
、
新
た
に
呉
嶽
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

の
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
史
記
』
封
禪
書
に
お
い
て
、
秦
が

天
下
を
統
一
し
て
以
降
、
祭
祀
の
行
わ
れ
る
山
と
し
て

自
り
以
東
、
名
山
は
五
、
大
川
の
祠
は
二
。
曰
わ
く
太
室
。
太
室
は
、

嵩
高
な
り
。
恆
山
、
泰
山
、
會
𥡴
、
湘
山
。
…
（
中
略
）
…
華
自
り
以
西
、

名
山
は
七
、
名
川
は
四
な
り
。
曰
わ
く
華
山
、
薄
山
。
薄
山
は
、
衰
山
な

り
。
岳
山
、
岐
山
、
呉
岳
、
鴻

、
賣
山
。
賣
山
は
、
蜀
の

山
な
り
。

と
あ
り
、
呉
嶽
の
名
が
見
え
て
い
る
こ
と
や
、
呉
嶽
の
南
に
あ
る
呉
陽
に
お
い

て
、

秦
の
靈
公
は
呉
陽
に
上

を
作
し
、
黄
帝
を
祭
る
。
下

を
作
し
て
、
炎

帝
を
祭
る
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
秦
に
お
い
て
呉
嶽
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い

か
と
さ
れ
る
。
吉
川
氏
は
、
五
嶽
に
関
し
て
一
つ
の
一
致
を
見
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
元
封
元
年
（
前
一
一
〇
）
に
武
帝
が
泰
山
で
の
封
禅
に
先
だ
っ

て
華
山
と
嵩
高
山
に
行
っ
て
い
る
こ
と
や
、
元
封
五
年
（
前
一
〇
六
）
に

の

天
柱
山
、
す
な
わ
ち
霍
山
に
登
り
、
天
漢
三
年
（
前
九
八
）
に
は
恆
山
へ
行
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
爾
雅
』
の
泰
山＝

東
嶽
、
華
山＝

西
嶽
、
霍
山＝

南
嶽
、
恆
山＝

北
嶽
、
嵩
高＝

中
嶽
の
説
と
一
致
す
る
。
時
代

は
下
る
が
、
孝
武
帝
（
劉
駿
）
の
大
明
七
年
（
四
六
三
）
二
月
丙
辰
の
詔
に
は
、

霍
山
は
是
れ
南
嶽
と
曰
い
、
實まことに
維こ
れ
國
の
鎮
た
り
。
靈
を
おさ

め
瑞
を
呈しめ

し
、
肇はじ
め
に
宋
の
道
を
光かがやか
し
む
。

と
見
え
、
劉
宋
は
霍
山
を
南
嶽
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

だ
が
、
唐
代
に
入
る
と
、
武
德
（
六
一
八
〜
六
二
六
年
）・
貞

（
六
二
七
〜
六

四
九
年
）
の
制
度
と
し
て
、

東
嶽
は
岱
山
、
祭
る
に

州
に
於
い
て
す
。
…
（
中
略
）
…
南
嶽
衡
山
、
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衡
州
に
於
い
て
す
。
…
（
中
略
）
…
中
嶽
嵩
山
、
洛
州
に
於
い
て
す
。
西

嶽
華
山
、
華
州
に
於
い
て
す
。
西
鎮
呉
山
、

州
に
於
い
て
す
…
（
中

略
）
…
北
岳
恆
山
、
定
州
に
於
い
て
す
。
…
（
中
略
）
…
其
の
牲
は
皆
な

太
牢
、

・
豆
各
四
を
用
い
る
。
祀
官
は
當
界
の
都
督
刺
史
を
以
て
充
て

る
。

と
し
て
、
南
嶽
は
衡
山
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
時
代
が
下
り
、
趙
宋
に
お
い
て

は
、
大
中
祥
符
元
年
（
一
〇
〇
八
）
に
真
宗
の
封
禅
が
終
わ
っ
た
後
の
話
と
し

て
、

書
丞
董

其
言
う
、
漢
は
霍
山
を
以
て
南
嶽
と
為
す
。
望
む
ら
く
は
壽

州
長
吏
を
し
て
春
秋
祭
を
致
さ
令
め
よ
。
と
。
禮
官
言
う
、
前
漢
嘗
て
霍

山
を
以
て
南
嶽
と
為
す
と
雖
も
、

る
ら
く
は
今
嶽
廟
は
已
に
衡
山
に
在

り
て
、
改
制
す
る
に
難
し
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
漢
制
に
従
っ
て
霍
山
で
祭
祀
を
行
う
べ
き
だ
と
い
う
提

言
に
対
し
、
既
に
南
嶽
廟
が
衡
山
に
あ
る
の
で
、
制
度
を
変
え
る
の
は
難
し
い

と
い
う
禮
官
の
言
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
唐
・
宋
に
お
け
る
記
述
を
基
に
し

て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
唐
代
以
降
に
お
い
て
は
、
五
嶽
の
一
つ
で
あ
る
南
嶽

は
、
衡
山
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
在

我
々
の
知
る
五
嶽
と
同
一
で
あ
る
。

以
上
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
生
活
や
仰
ぎ
み
る
対
象
で
あ
っ
た
山
は
、
祭
祀

の
行
わ
れ
る
場
所
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
五
嶽
と
い
う
観
念
の
登
場
と
前
漢
に

お
け
る
五
嶽
の
確
立
と
は
、
国
家
に
よ
る
思
想
の
均
一
化
、
さ
ら
に
は
山
と
い

う
も
の
が
国
家
体
制
へ
と
組
み
込
ま
れ
て
い
く
上
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
六
朝
期
と
り
わ
け
北
魏
期
に
お
い
て
山
が
ど
の
様
な
状
況
に
あ
っ

た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

三
、
北
魏
期
に
お
け
る
大
土
地
所
有
と
山
林
藪
澤

六
朝
期
に
お
け
る
山
に
つ
い
て
考
え
る
際
、
非
常
に
重
要
な
の
が
大
土
地
所

有
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
当
時
、
富
至
・
豪
家
と
よ
ば
れ
る
富
豪
た
ち
は
、

封
固
な
ど
と
し
て
表
現
さ
れ
る
山
林
藪
澤
の
占
拠
｜
開
発
と
、
売
買
強
奪
を
内

容
と
す
る
兼
併
と
に
よ
っ
て
土
地
を
獲
得
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
封
固
の

地
で
は
、
別
墅
・
園
田
と
い
う
所
謂
荘
園
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
の

よ
う
な
富
豪
た
ち
に
よ
る
山
澤
占
有
は
、
太
和
九
年
（
四
八
五
）
十
月
丁
未
に

発
布
さ
れ
た
均
田
制
に
関
す
る
詔
の
内
容
か
ら
も
伺
え
る
。
そ
こ
に
は
、

爰ここ
に
季
葉
に
およ

び
、
斯
の
道
陵りよう
替たい
し
、
富
強
な
る
者
は
山
澤
を
へい

兼けん
し
、

貧
弱
な
る
者
は
一いつ
黒
工
てん

に
望ぼう
絶ぜつ
す
。
地
に
遺い
利り
有あ
り
て
、
民
に
餘よ
財ざい
無な
か
ら

令
め
、
或
い
は
畝ほ
畔はん
を

い
以
て
亡ぼう
身しん
し
、
或
い
は
飢き
饉きん
に
因
り
て
以
て

棄き
業ぎようす
る
に
致
る
。

と
し
て
、
富
強
者
が
山
澤
を

兼
し
、
貧
弱
者
が
一
黒
工

も
持
た
な
い
と
い
う
問

題
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
詔
は
、
李
安
世
の
上
疏
が
も
と
と
な

っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
が
、「
均
田
制
以
前
の
も
の
と
す
べ
き
か
、
三
長
制
施

行
後
の
も
の
と
す
べ
き
か
疑
わ
し
い
点
が
あ
っ
て
、
そ
の
問
題
は
い
ま
だ
に
決

着
を
み
て
い
な
い
」
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
上

疏
に
あ
た
っ
て
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時
に
民
は
飢
に
困くる
し
み
て
流
散
す
る
も
、
豪
右
多
く
占
奪
す
る
こ
と
有
ら

ば
、
安
世
乃
ち
上
疏
し
て
曰
わ
く
、
…
（
後
略
）
…

と
し
て
、
豪
右
が
土
地
を
多
く
占
有
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
山

澤
だ
け
に
問
題
が
留
ま
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
で
は
、
富
豪
た
ち
だ
け

に
山
澤
占
有
の
問
題
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
高

允
の
伝
に

恭
宗
（
景
穆
帝
、
拓
跋
晃
）
の
季
年
、
頗
る
親
近
の
左
右
、
田
園
を
營
立

し
、
以
て
其
の
利
を
取
る
。（
高
）
允
諌
め
て
曰
わ
く
、「
…
（
中
略
）
…

而
し
て
私
田
を
營
立
し
、

犬
を
畜
養
し
て
、
乃
ち
市

に
販

し
、
民

と
與
に
利
を

う
に
至
る
。
議
聲
流
布
し
て
、
追
掩
す
可
か
ら
ず
。
…

（
中
略
）
…
故
に
願
わ
く
ば
殿
下
少
し
く
愚
言
を
察
し
、
斥しりぞ
け
て
佞
邪
を

出
だ
し
、
親
し
く
忠
良
を
近
づ
け
、
所
在
の
田
園
は
、
貧
下
に
分
給
し
、

畜
産
の
販
賣
は
、
時
を
以
て
收
散
せ
ん
こ
と
を
。
此
く
の
如
け
れ
ば
則
ち

休
聲
は
日
に
至
り
、
謗
議
除
く
可
し
。」
と
。
恭
宗
納い
れ
ず
。

と
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
帝
室
や
そ
れ
に
近
し
い
者
た
ち
が
田
園
を
設
け
、
そ
こ

か
ら
利
益
を
得
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
さ
ら
に
問
題
と
す
べ
き
は
、
そ

の
田
園
で
農
業
だ
け
で
な
く
畜
産
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
關
尾
史
郎

氏
は
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
こ
れ
が
「
山
林
藪
沢
を
も
包
摂
し
た
一
円
的
な
大

土
地
所
有
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
。
時
代
は
下
る
が
、
咸
陽
王
禧
の
記
述

で
は
、禧

性
は
驕
奢
に
し
て
、
財
色
を
貪
淫
し
、
姫
妾
數
十
な
る
も
、
意
尚
已や
ま

ざ
れ
ば
、
衣
は
繡
綺
な
る
を
被き
て
、
車
は
鮮
麗
な
る
に
乘
る
。
猶
お
遠
な

れ
ば
簡えら
び
て
めと

る
こ
と
有
り
て
、
以
て
其
の
情
を
恣
ほしいままに

す
。
是
れ
に
由

り
て
貨
賄
を
昧
求
し
、
奴
婢
千
數
、
田
業
鹽
鐵
徧あまねく
遠
近
に
す
れ
ば
、
臣

吏

、
相
い

ぎ
經
營
す
。
世
宗
（
宣
武
帝
、
元
恪
）
頗
る
之
れ
を
にく

む
。

と
し
て
、
彼
が
田
地
経
営
に
加
え
、
鹽
と
鐵
と
か
ら
利
益
を
挙
げ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
原
料
と
な
る
地
下
資
源
を
産
出
す
る
山
林
藪

沢
を
排
他
的
に
占
有
」
し
て
こ
そ
行
え
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
山
澤
に
関
し
て

は
、
こ
の
よ
う
な
富
豪
や
高
位
の
者
に
よ
る
占
有
以
外
に
も
、
皇
帝
の
国
家
運

営
に
際
し
て
そ
の
利
用
を
行
っ
て
い
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
次
に
示

す
も
の
で
あ
る
。

一
）：

皇
興
四
年
（
四
七
〇
））
十
有
一
月
、
詔
し
て
山
澤
の
禁
を
弛
む
。

二
）：

太
和
六
年
（
四
八
二
）
八
月
）
庚
子
、
山
澤
の
禁
を
罷
む
。

三
）：

太
和
七
年
（
四
八
三
）
十
有
二
月
）
庚
午
、
林
慮
の
山
禁
を
開
き
、

民
と
之
れ
を
共
に
す
。

（
四
）：

神
龜
元
年
（
五
一
八
）
閏
月
）
甲
辰
、
恒
州
の
銀
山
の
禁
を
開
き

て
、
民
と
之
れ
を
共
に
す
。

以
上
四
例
は
、『
魏
書
』
に
見
え
る
山
澤
利
用
の
記
述
で
あ
る
。
で
は
、
何

故
こ
の
よ
う
に
山
澤
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
こ
で
、
そ

の
一
つ
一
つ
を
検
討
し
て
み
た
い
。

（
一
）
の
年
に
お
い
て
は
、
正
月
に

（
皇
興
）
四
年
春
正
月
、
詔
す
ら
く
州
鎮
十
一
の
民
飢
う
れ
ば
、
倉
を
開

き
て
賑
恤
す
。
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と
い
う
記
述
が
見
え
る
。
ま
た
、『
魏
書
』
食
貨
志
に
は
、

顯
祖
（

文
帝
、
拓
跋
弘
）
の
即
位
す
る
や
、
親みずか
ら

素
を
行
い
、
公
卿

に
率
先
し
て
、
黎
庶
を
賑
益
す
る
所
以
を
思
う
。
天
安
（
四
六
六
〜
四
六

七
年
）・
皇
興
（
四
六
七
〜
四
七
一
年
）
の
間
に
至
る
に
、
歳
ご
と
に
頻
り

に
大
旱
す
れ
ば
、
絹
は
匹
ご
と
に
千
錢
な
り
。

と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
勘
案
し
て
み
る
と
、
天
安
・
皇
興
年
間
の

日
照
り
に
よ
っ
て
、
絹
の
値
段
が
千
錢
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
農
作

物
の
値
段
も
上
昇
し
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
加
え
て
、
民
の
た
め
に
蓄

え
を
崩
し
て
救
済
措
置
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
庫
の
余
剰
を
も
減
少
さ
せ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
為
政
者
が
注
目
し
た
の
は
、
山

澤
よ
り
産
出
さ
れ
る
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

（
二
）
に
つ
い
て
は
、
八
月
庚
子
以
前
に
、

八
月
癸
未
朔
、
大
使
を
分
遣
し
、
天
下
の
遭
水
の
處
に
巡
行
せ
し
め
、
民

の
租
賦
を
のぞ

き
、
貧

に
し
て
自
存
せ
ざ
る
者
は
、
賜たま
う
に
粟
帛
を
以
て

す
。

と
い
う
記
述
が
見
え
る
。
で
は
、
ど
の
位
の
州
が
水
害
に
あ
っ
て
い
た
の
か
。

す
る
と
、

（
太
和
）
六
年
（
四
八
二
）
七
月
、
青
・
雍
の
二
州
大
水
す
。

八
月
、
徐
・
東
徐
・

・
濟
・
平
・
豫
・
光
の
七
州
、
平
原
・

頭
・
廣

阿
・
臨
濟
の
四
鎮
大
水
す
。

と
し
て
、
非
常
に
沢
山
の
州
が
水
害
に
あ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、

被
害
が
あ
っ
た
場
所
は
、
時
を
同
じ
く
し
て
虫
の
害
ま
で
発
生
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
よ
っ
て
、（
一
）
の
場
合
と
同
じ
理
由
か
ら
山
澤
の
利
用
を
認
め
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
出
来
る
。

（
三
）
に
つ
い
て
は
、
太
和
七
年
（
四
八
三
）
の
一
二
月
ま
で
に
、

三
月
甲
戌
、
冀
定
の
二
州
の
民
飢
ゆ
る
を
以
て
、
郡
縣
に
詔
し
て
粥
を
路

に
為
し
以
て
之
れ
を
食
さ
し
む
。
又
た
關
津
の
禁
を
弛ゆる
め
、
其
の
去
來
を

任
す
。

と
し
て
、
冀
州
と
定
州
と
で
飢
饉
が
生
じ
て
い
る
ほ
か
、
同
月
、
肆
州
で
風
と

霜
に
よ
る
害
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
四
月
に
は
、
相
州
と

豫
州
で
は
、
風
に
よ
る
害
と
蝗
に
よ
る
害
が
生
じ
て
お
り
、
最
終
的
に
太
和
七

年
に
は
、
州
鎮
一
三
で
民
が
飢
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
で
は
何
故
、
林

慮
と
特
定
の
山
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
林
慮
山
に
つ
い
て
は
、『
元
和
郡
縣

圖
志
』
に
、

林
慮
山
は
、（
林
慮
）
縣
の
北
二
十
里
に
在
り
。
山
に
鐵
多
く
、
縣
に
鐵

官
有
り
。
南
は
太
行
に
接
し
、
北
は
恒
岳
に
連
な
る
。

と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
漢
書
』
で
は
「
鐵
官
有
り
」
と
見
え
、『
後
漢
書
』

で
は
「
鐵
有
り
」
と
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
漢
代
を
通
し
て
林
慮
山
で
は
鉄

が
産
出
し
て
お
り
、
こ
れ
が
北
魏
の
時
代
ま
で
続
い
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
国

家
に
よ
っ
て
直
接
統
治
が
行
わ
れ
て
い
た
た
め
に
民
が
容
易
に
入
る
こ
と
が
難

し
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
無
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、（
三
）
の
記
述
に

お
い
て
林
慮
と
特
定
の
山
に
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
四
）
に
つ
い
て
は
、『
魏
書
』
食
貨
志
に
、

世
宗
（
宣
武
帝
、
元
恪
）
の
延
昌
三
年
（
五
一
四
）
春
、
有
司
奏
す
ら
く
長

一
二
八



安
の

山
に
銀
鑛
有
り
て
、
二
石
ご
と
に
銀
七
兩
を
得
る
と
。
其
の
年
の

秋
、
恒
州
又
た
上
言
す
ら
く
、
白
登
山
に
銀
鑛
有
り
て
、
八
石
ご
と
に
銀

七
兩
、
錫
三
百
餘
斤
を
得
、
其
の
色
は
潔
白
に
し
て
、
上
品
を

ゆ
る
有

り
と
。
詔
し
て
並
び
に
銀
官
を
置
き
、
常
に
採
鑄
せ
し
む
。

と
し
て
、
延
昌
三
年
に
こ
の
銀
山
が
見
つ
か
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
白
登
山
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
白
登
山
は
平
城
の
東
北
に
あ
り
、
早
く
か
ら
そ
の
名
が

見
え
る
。
道
武
帝
（
太
祖
、
拓
跋
珪
）
の
時
代
に
は
、

（
天
興
二
年
（
三
九
九
）
二
月
庚
戌
）
獲え
る
所
の
高
車
の
衆
を
以
て
鹿
苑
を

起
つ
。
南
は
臺
陰
に
因
り
、
北
は
長
城
に
距いた
り
、
東
は
白
登
を
包
み
、
之

れ
西
山
に
屬つら
な
れ
ば
、
廣
輪
數
十
里
な
り
。
渠
を
鑿うが
ち
て
武
川
水
を
引
き

之
れ
を
苑
中
に
注
が
し
め
、
疏とお
し
て
三
溝
を
為
さ
ば
、
宮
城
の
内
外
に
分

流
す
。

と
し
て
、
鹿
苑
が
作
ら
れ
、
そ
の
内
部
に
白
登
山
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
明
元
帝
（
太
宗
、
拓
跋
嗣
）
の
時
代
に
は
、

明
年
（
永
興
四
年
（
四
一
二
））、
白
登
山
に
太
祖
廟
を
立
つ
。
歳
ご
と
に

一
祭
し
、
太
牢
を
具そな
う
。
帝
之
れ
を
親みずから
す
る
も
、
亦
た
常
月
無
し
。
兼

ね
る
に
皇
天
上
帝
を
祀
り
、
山
神
を
以
て
配
す
。
旱
に
し
て
則
ち
之
れ
に

禱いの
ら
ば
、
多
く
效
有
り
。

（
神
瑞
二
年
（
四
一
五
）
二
月
）
甲
辰
、
太
祖
廟
を
白
登
の
西
に
立
つ
。

と
し
て
、
太
祖
廟
が
作
ら
れ
て
お
り
、『
資
治
通
鑑
』
の
胡
三
省
の
注
か
ら
白

登
山
の
東
側
と
西
側
に
廟
が
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
明

元
帝
は
さ
ら
に
、
泰
常
四
年
（
四
一
九
）
に
宮
殿
を
造
営
し
て
お
り
、
泰
常
六

年
（
四
二
一
）
に
は
京
師
か
ら
六
千
人
を
徴
発
し
て
、
道
武
帝
の
作
っ
た
苑
の

規
模
を
大
き
く
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
時
代
が
下
っ
て
孝
文
帝
（
高
祖
、

拓
跋
宏
）
期
に
入
る
と
、
彼
は
太
和
元
年
（
四
七
七
）
と
太
和
四
年
（
四
八
〇
）

と
の
計
二
回
白
登
山
に
行
幸
を
行
っ
て
い
る
。
だ
が
、
太
和
一
五
年
（
四
九

一
）
に
な
る
と
、
白
登
山
の
状
況
が
変
わ
り
始
め
る
。
八
月
戊
午
に
出
さ
れ
た

詔
で
は
、

國
家
先
朝
自よ
り
以
來
、
諸
神
を
饗
祀
す
る
に
、
凡
そ
一
千
二
百
餘
處
有
り
。

今

祀
を
減
省
し
、
務
は
簡
約
に
從
う
を
欲
す
。
…
（
中
略
）
…
凡
そ
祭

は
數
しばしばす

る
こ
と
を
欲
せ
ず
。
數
しばしばす

れ
ば
則
ちわずらわ
し
く
、わずらわ
し
け
れ
ば

則
ち
敬
な
ら
ず
。
神
は
聰
明
に
し
て
正
直
な
れ
ば
、
煩
祀
を
待
た
ざ
る
な

り
。

と
見
え
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
彼
の
統
治
下
に
お
い
て
祭
祀
す
る
場
所
が

千
二
百
カ
所
に
も
及
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
秩
序
化
・
序
列
化
す
る
こ
と
が
、
詔

の
主
た
る
目
的
で
あ
る
。
ま
た
、
上
記
の
詔
に
続
け
て
出
さ
れ
た
詔
に
は
、

明
堂
・
太
廟
は
、
並
び
に
祖
宗
を
祀まつ
り
、
配
祭
配
享
す
る
や
、
斯ここ
に
於
い

て
備
わ
る
。
白
登
・
享
山
・
雞
鳴
山
の
廟
は
唯た
だ
有
司
を
遣つか
わ
し
行
事
す

る
の
み
。
…
（
後
略
）
…

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
白
登
山
で
の
祭
祀
が
皇
帝
の
行
う
も
の
か
ら
、
官
吏
が
執

り
行
う
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
太
和
一
六
年
（
四
九
二
）
一
〇

月
己
亥
に
は
、

夫
れ
先
王
の
禮
を
制
す
る
は
、
萬
代
に
經
綸
し
、
法
を
後
昆
に
のこ

す
所
以

な
り
。
至
り
て
乃
ち
天
を
郊まつ
り
祖
を
享まつ
る
に
、
配
祭
せ
ざ
る
莫
く
、
然
れ
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ど
も
節
有
り
。
白
登
廟
は
、
有
爲
に
し
て
興おこ
れ
ば
、
昭
穆
不
次
な
り
。
故

に
太
祖
（
道
武
帝
、
拓
跋
珪
）
は
三
層
の
宇
有
る
も
、
已い
降こう
は
方
丈
の
室

無
し
。
又
た
常
に
季
秋
を
用も
っ
て
、
躬みずから
駕
し
て
虔
を
展の
ぶ
れ
ば
、
祀
禮

或
い
は
褻
慢
の
失
有
り
て
、
嘉

頗
る
野
合
の
譏
に

る
。
今
授
衣
の
旦

な
れ
ば
、
明
堂
を
享
祭
し
、
玄
冬
の
始
な
れ
ば
、
奉
たてまつり

て
太
廟
を
烝まつ
る
。

若も
し
復
た
白
登
に
齋
を
致
さ
ば
、
便
ち
一
月
に
再
駕
を
為
し
、
事
褻
賣
に

成
る
。
回よ
り
て
二
理
を
詳つまびら
か
に
し
、
宜
し
く
一
を
省
く
べ
き
を
謂お
も
う
。

白
登
の
高
た
る
や
、
未
だ
九
室
の
美
の
若ごと
く
な
ら
ず
。

次
の
華
は
、
未

だ
清
廟
の
盛
の
如ごと
く
な
ら
ず
。
將
に
彼
の
東
山
の
祀
を
廢
さ
ん
と
欲
す
る

も
、
此
の
二
享
の
敬
を
成
す
。
具つぶさに
有
司
に
敕
し
て
、
但
だ
内
典
の
神
な

る
者
に
、
祭
事
を
攝
行
せ
し
む
可
し
。

明
（
拓
跋
寔
）・
道
武
は
各
おのおの

廟

有
り
て
、
具つぶさに
舊
式
に
依
る
可
し
。

と
詔
を
下
し
、
そ
の
後
文
で
は
「
太
宗
（
明
元
帝
、
拓
跋
嗣
）
自よ
り
の
諸
帝
、

昔
殿
宇
無
か
ら
ば
、
因
り
て
之
れ
を
停や
む
。」
と
あ
る
。
す
る
と
、
次
の
四
点

が
確
認
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。（
Ａ
）
白
登
山
の
廟
で
は
昭
穆
が
順

番
通
り
に
な
っ
て
い
な
い
点
。（
Ｂ
）
道
武
帝
に
は
「
三
層
の
宇
」
が
あ
る
が
、

そ
れ
以
降
の
諸
帝
に
は
「
方
丈
の
室
」
す
ら
な
い
点
。（
Ｃ
）
明
堂
と
太
廟
と

を
祭
っ
た
上
で
、
白
登
山
で
祭
祀
を
行
う
の
は
煩
瑣
で
あ
る
点
。（
Ｄ
）
孝
文

帝
の
内
心
で
は
、
東
山
（
白
登
山
）
の
祭
祀
を
取
り
や
め
た
い
と
思
っ
て
い
る

が
、
神
官
を
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
祭
祀
を
行
わ
せ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

（
Ｃ
）
に
つ
い
て
は
、
太
和
一
五
年
（
四
九
一
）
四
月
に
そ
れ
ら
を
建
て
始
め
、

そ
の
年
の
一
〇
月
に
完
成
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
太
和
一
六
年
（
四
九
二
）

に
入
る
と
、

（
正
月
）
己
未
、
顯
祖

文
皇
帝
を
明
堂
に
宗
祀
し
、
以
て
上
帝
に
配
す
。

九
月
甲
寅
朔
、
大
い
に
昭
穆
を
明
堂
に
序つい
じ
、
文
明
太
皇
太
后
を
玄
室
に

祀まつ
る
。

（
一
〇
月
）
甲
辰
、
詔
し
て
功
臣
を
以
て
太
廟
に
配
饗
す
。

と
い
う
記
述
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
降
、
白
登
山
に
関
し
て
は
、
先
に
挙
げ
た
銀
に
関
す
る
記
述
ま
で
不
明
で
あ

る
が
、
祭
祀
は
官
吏
に
よ
っ
て
続
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

よ
っ
て
、
白
登
山
の
事
例
を
通
じ
て
山
澤
と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、

次
の
点
が
指
摘
で
き
る
。
一
つ
は
、
山
澤
が
皇
帝
に
よ
っ
て
「
苑
」
と
し
て
囲

い
込
ま
れ
る
と
い
う
点
。
二
つ
に
、「
苑
」
は
皇
帝
に
よ
っ
て
規
模
を
拡
張
出

来
る
と
い
う
点
。
三
つ
に
、
山
澤
か
ら
利
益
が
出
る
場
合
、「
銀
官
」
を
お
い

た
よ
う
に
国
家
の
中
央
支
配
に
置
か
れ
る
と
い
う
点
。
四
つ
に
、
五
嶽
と
称
さ

れ
る
よ
う
な
名
山
以
外
に
も
、
特
定
の
山
が
国
家
祭
祀
と
関
係
し
う
る
と
い
う

点
で
あ
る
。

以
上
、（
一
）
か
ら
（
四
）
の
例
で
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
を
纏
め
て
み
る
。

す
る
と
、
山
澤
は
天
災
に
見
舞
わ
れ
た
際
、
国
家
が
そ
の
余
剰
を
頼
み
と
す
る

場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
さ
ら
に
、
国
家
の
利
益
と
な
る
も
の
が
産
出
さ
れ

る
際
に
は
、
山
澤
を
独
占
的
に
管
理
す
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
国
家
祭
祀

と
関
わ
る
場
合
は
、
名
山
以
外
の
山
で
も
そ
の
重
要
性
が
増
す
と
い
う
こ
と
が

分
か
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
か
ら
は
「
苑
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
先
に
「
苑
」
は
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皇
帝
に
よ
る
山
澤
の
保
有
の
形
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
を
民
の
た
め
に
用

い
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、

（
ア
）：

延
興
三
年
（
四
七
三
））
十
有
二
月
庚
戌
、
詔
し
て
關
外
の
苑
囿

に
民
の
樵
採
す
る
を
ゆる

す
。

（
イ
）：

太
和
一
一
年
（
四
八
七
）
八
月
）
辛
巳
、
山
北
の
苑
を
罷
め
、
其

の
地
を
以
て
貧
民
に
賜
う
。

（
ウ
）：

正
始
元
年
（
五
〇
四
））
十
有
二
月
丙
子
、
苑
牧
の
公
田
を
以
て

分
か
ち
て
代
遷
の
戸
に
賜たま
う
。

（
エ
）：

延
昌
二
年
（
五
一
三
））
閏
二
月
辛
丑
、
苑
牧
の
地
を
以
て
代
遷

の
民
の
田
無
き
者
に
賜たま
う
。

と
以
上
の
四
例
が
見
ら
れ
る
。

（
ア
）
で
は
、
苑
囿
そ
の
も
の
を
廃
止
せ
ず
、
民
が
そ
の
中
に
入
っ
て
薪
の
採

取
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
イ
）
に
お
い
て
は
、
そ
の
年
の
七
月
己
丑
の
詔
に
、

今
年
穀
登
ら
ざ
れ
ば
、
民
の
關
を
出い
で
て
食
に
就
く
を
ゆる

す
。
使
者
を
遣

わ
し
籍
を
造
り
、
分
か
ち
て
去
留
せ
遣し
め
、
所
在
の
倉
を
開
き
て
賑
恤
す
。

と
あ
る
。
そ
し
て
、『
魏
書
』
食
貨
志
に
は
、

（
太
和
）
十
一
年
（
四
八
七
）、
大
旱
し
、
京
都
の
民
飢
ゆ
。
加
う
る
に
牛

疫
を
以
て
す
れ
ば
、
公
私
闕
乏
す
。
時
に
馬
驢
及
び

駝
を
以
て
駕
輓
耕

載
に
供
す
る
有
り
。
詔
し
て
民
に
豐
に
就
く
を
ゆる

す
。

と
も
見
え
て
お
り
、
首
都
が
酷
い
干
ば
つ
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
状
況
に
対
し
て
韓
麒
麟
は
、

今
京
師
の
民
庶
、
田たがやさ
ざ
る
者
多
け
れ
ば
、
遊
食
の
口
、
三
分
の
二
に
居お

る
。
蓋
し
一
夫
耕
さ
ざ
れ
ば
、
或
い
は
其
の
飢
を
受
く
。
況いわんや
今
に
於
い

て
は
、
動やや
も
す
れ
ば
萬
計
を
以
て
す
。
故
に
頃
年
山
東
は
水
に
遭
い
、
而

し
て
民
う

え
て
終
わ
る
有
り
。
今
秋
京
都
は
旱
に
遇
い
、
穀
價
貴
き
に
踊のぼ

る
。
實
に
農
人
の
勸
ま
ざ
る
に
由
ら
ば
、
素も
と
儲
積
無
き
故
な
り
。
…

（
後
略
）
…

と
時
務
策
を
上
表
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
首
都
に
お
い
て
人
口

の
三
分
の
二
に
及
ぶ
ほ
ど
遊
食
の
徒
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

農
民
に
耕
作
す
る
こ
と
を
奨
励
し
な
け
れ
ば
、
平
時
に
蓄
え
の
無
い
原
因
と
な

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
時
務
策
を
続
け
て
、

…
（
前
略
）
…
上
は
覆
載
の
澤
を
垂た
る
る
も
、
下
に
凍

の
人
有
る
は
、

皆
な
有
司
の
明
制
を
為
さ
ず
し
て
、
長
吏
其
の
本
を
恤あわ
れ
ま
ざ
る
に
由
る

な
り
。
承
平
自よ
り
日
久
し
く
し
て
、
豐
穰
た
る
こ
と
積
年
な
れ
ば
、
競
い

て
相
い
矜きようか
し
、
遂
に
侈
俗
を
成
す
。
車
服
第
宅
、
奢

た
る
こ
と
限
り

無
し
。
喪
葬
婚
娶
、
費
を
為
す
こ
と
實
に
多
し
。
貴
富
の
家
は
、
童
妾
玄

服
な
り
。
工
商
の
族
は
、
玉
食
錦
衣
す
。
農
夫
は
糟
糠
を
た

べ
、

婦
は

短
褐
に
も
乏とぼ
し
。
故
に
耕たがやす
者
日
ご
と
少
な
く
な
ら
し
め
ば
、
田
は
荒
蕪

有
り
。
穀
帛
府
庫
に
つ

き
、
寶
貨
市
里
に
盈み
つ
。
衣
食
室
に
とぼ

し
く
、
麗

服
路
に
溢あふ
る
。
飢
寒
の
本
、
實
に
斯ここ
に
在
り
。
愚おろ
か
に
も
謂おも
え
ら
く
は
凡およ

そ
珍
玩
の
物
、
皆
な
宜よろ
し
く
禁

す
べ
し
。
吉
凶
の
禮
、
備つぶさに
格
式
と
為

さ
ば
、
貴き
賤せん
別
有
り
て
、
民たみ
朴
素
に

さ
し
む
。
天
下
の
男
女
を
制
し
て
、

口
を
計
り
田
を
受
け
さ
し
む
。
宰
司
四
時
巡
行
し
、
臺
使
歳
ご
と
に
一
た
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び
按

す
。
勤つと
め
て
相
い
勸
課
し
、
嚴
し
く
賞
賜
を
加
う
。
數
年
の
中うち
、

必
ず
盈み
ち
た

る
こ
と
有
り
て
、
災
凶
に
遇あ
う
と
雖
も
、
流
亡
を
免
ず
。
…

（
後
略
）
…

と
述
べ
る
。
す
る
と
、
社
会
が
太
平
と
な
っ
て
か
ら
、
貴
富
や
工
商
の
者
た
ち

は
豪
奢
な
暮
ら
し
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
垣
間
見
え
る
。
だ
が
そ
の
一
方
で
、

農
業
に
携
わ
る
者
た
ち
は
貧
し
い
生
活
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ

に
対
し
て
彼
は
、
珍
し
い
も
の
を
禁
じ
て
天
下
の
男
女
に
田
を
与
え
、
役
人
が

そ
れ
を
監
督
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
上
表
を
受
け
た
こ
と
も

あ
っ
て
、
皇
帝
は
山
北
の
苑
を
や
め
て
貧
し
い
者
た
ち
に
分
け
与
え
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
皇
帝
も
豪
奢
な
生
活
を
営
ん
で
お
り
、
韓
麒
麟

の
上
表
に
心
を
動
か
さ
れ
た
結
果
、
山
北
の
苑
を
与
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
ウ
）
と
（
エ
）
と
で
は
、
ど
ち
ら
も
共
通
し
て
「
代
遷
」
の
者
た
ち
へ

「
苑
牧
」
の
地
を
与
え
て
い
る
。「
苑
牧
」
と
は
、「
苑
」
と
「
牧
地
」
と
を
指

す
と
思
わ
れ
る
。（
ウ
）
で
は
「
苑
牧
の
公
田
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

「
苑
」
と
「
牧
地
」
と
に
田
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
、（
ア
）
か
ら
（
エ
）
を
通
し
て
考
察
で
き
た
点
を
纏
め
る
。
す
る
と
、

「
苑
」
へ
の
立
ち
入
り
に
は
、
皇
帝
の
許
可
が
い
る
こ
と
。「
苑
」
は
、
民
の
救

済
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。「
苑
」
で
は
、
国
家
の
も
と
で

農
業
経
営
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

で
は
、
此
処
ま
で
述
べ
て
き
た
「
苑
」
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
漢
書
』

の
顔
師
古
注
に
は
「
鳥

を
養
う
を
苑
と
曰
い
、
苑
の
垣
有
る
を
囿
と
曰
い
、

種
植
す
る
所
以
ゆ
え
ん

を
之
れ
園
と
謂
う
。」
と
あ
る
。
ま
た
、『
文
選
』
の
李
善
注
で

は
「
鄭
玄
曰
わ
く
、
囿
は
、
今
の
苑
な
り
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
苑
」
と

「
囿
」
と
は
同
一
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
た
め
、「
苑
囿
」
と
一
つ
の
単
語
で
称

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
増
淵
龍
夫
氏
は
、
そ
の
論
考
の
中
で
「
氏
族
制
的
邑
共
同

体
の
長
で
あ
る
公きみ
が
、
そ
の
邑
の
外
に
つ
ら
な
る
山
林
藪
沢
の
一
部
を
、
自
己

の
利
用
の
た
め
に
排
他
的
に
専
取
し
は
じ
め
る
の
は
、
ま
ず
囿
の
形
に
お
い
て

で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
囿
」
に
は
、「
や
が
て
、
禽
獣
が
畜

養
せ
ら
れ
、
池

が
設
け
ら
れ
、
宮
殿
台

が
そ
の
間
に
建
て
ら
れ
、
君
主
の

田
猟
遊
楽
の
場
所
と
し
て
君
の
独
占
的
利
用
の
た
め
の
排
他
性
の
度
を
増
し
て

行
く
が
、
そ
れ
は
、
氏
族
制
的
共
同
体
の
族
長
が
家
父
長
制
的
君
主
に
転
化
し

て
行
く
動
き
に
相
応
ず
る
も
の
で
あ
り
」
漢
代
に
は
「
苑
囿
の
経
営
に
は
奴
隷

使
役
に
よ
る
直
接
経
営
と
な
ら
ん
で
、
そ
の
一
部
を
貧
民
に
仮
し
、
仮
（
税
）

を
と
る
形
態
が
一
般
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。

だ
が
一
方
で
、
こ
の
状
況
下
に
あ
り
な
が
ら
一
般
の
山
は
、「
季
節
的
規
制

の
も
と
で
山
沢
へ
の
民
の
入
会
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
規
制
を
お

こ
な
う
管
理
の
権
は
「
公
」
の
手
に
握
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
漢

代
に
入
っ
て
も
「
山
沢
に
た
い
す
る
先
秦
以
来
の
観
念
が
そ
の
ま
ま
ひ
き
つ
が

れ
」、
魏
晋
南
北
朝
期
に
は
、「
山
沢
の
管
理
・
規
制
の
権
を
に
ぎ
る
国
家
と
、

こ
れ
を
侵
奪
し
よ
う
と
す
る
有
力
者
の
争
い
は
、
華
北
の
王
朝
に
お
い
て
も
、

江
南
ほ
ど
め
だ
た
な
い
が
存
在
し
た
」
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
中
で
均
田
制
は
、

「
国
家
が
農
耕
地
を
直
接
還
受
し
、
個
々
の
農
民
の
生
産
に
干
与
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
再
生
産
に
必
要
な
山
沢
の
「
公
私
利
を
共
に
す
る
」
原
則
も
、

均
田
制
時
代
に
い
た
っ
て
確
立
し
た
」
と
堀
敏
一
氏
は
述
べ
ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
論
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ま
と
め
て
み
る
。
す
る
と
、
北
魏
期
に
お

け
る
山
澤
な
ど
の
大
土
地
所
有
は
、
当
時
の
高
位
高
官
に
も
そ
れ
が
及
ん
で
い

る
。
だ
が
、
国
家
の
側
か
ら
す
る
と
、
山
澤
は
天
災
に
見
舞
わ
れ
た
際
、
余
剰

を
頼
み
と
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
利
益
と
な
る
も
の
が
産
出
さ
れ
る

時
に
は
、
山
澤
を
管
理
す
る
姿
も
見
え
る
。
そ
し
て
、
皇
帝
に
よ
る
「
苑
」
と

い
う
形
の
山
澤
保
有
は
、
民
の
利
益
を
損
な
わ
し
め
、
利
益
を
確
保
す
る
形
と

い
え
よ
う
。
だ
が
、
一
転
し
て
天
災
な
ど
に
直
面
し
た
際
に
与
え
ら
れ
る
の
も

「
苑
」
で
あ
る
。
す
る
と
、
互
い
の
利
益
に
そ
ぐ
わ
な
い
時
に
問
題
と
な
る
の

が
、「
苑
」
や
大
土
地
所
有
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
普
段
の
生
活
が
お
く
ら
れ

て
い
る
と
き
に
は
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

四
、
北
魏
期
に
お
け
る
嵩
山
と
寺
院
建
造

北
魏
期
に
お
け
る
嵩
山
と
仏
教
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
あ
た
り
、
当
時
洛

陽
に
仏
寺
が
ど
の
く
ら
い
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
る
と
、
晋
代
に
は
四
二
ケ

所
、
太
和
元
年
（
四
七
七
）
に
は
新
旧
百
ケ
所
、
天
平
元
年
（
五
三
四
）
に
は

四
二
一
ケ
所
、
ま
た
最
盛
期
に
は
一
三
六
七
ケ
所
に
の
ぼ
る
寺
院
が
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。
で
は
、
北
魏
期
に
ど
の
よ
う
な
仏
寺
が
嵩
山
に
あ
っ
た
の
か
。

『
洛
陽
伽
藍
記
』
の
記
述
に
よ
る
と
、

嵩
高
中
に

居
寺
・
栖
禪
寺
・
嵩
陽
寺
・
道

寺
有
り
。
上
に
中
頂
寺
有

り
。
東
に
昇
道
寺
有
り
。

と
し
て
、
六
寺
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。
い
ま
、
こ
の
中
の

居
寺
・
嵩
陽

寺
・
道

寺
の
三
寺
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
出
来
る
。
先
ず
、

居
寺
と
道

寺
と
に
つ
い
て
は
『
魏
書
』
の

亮
伝
に
、

（
ａ
）：

世
宗
（
宣
武
帝
、
元
恪かく
）
其
れ
に
工
力
を
給
い
、
沙
門
統
僧
暹せん
・

河
南
尹
しんちん

等
と
與とも
に
、
崧
高
の
形
勝
の
處
を
周
視
せ
し
め
、
遂

に
閑
居
佛
寺
を
造
ら
し
む
。
林
泉
は
既
に
奇
に
し
て
、
營
製
は
又

た
美
し
く
、
山
居
の
妙
を
曲
盡
す
。
亮
時
に
京
師
に
出
ず
。
延
昌

二
年
（
五
一
三
）
の
冬
、
篤
疾
に
遇
う
に
因
り
て
、
世
宗
敕
し
て

馬
輿
を
以
て
送
り
て
山
に
還
さ
し
め
、
崧
高
の
道
場
寺
に
居
さ
し

む
。
數
日
し
て
卒
す
。

と
見
え
る
。
そ
の
た
め
、

居
寺
（
後
の
嵩
岳
寺
）
は
宣
武
帝
に
よ
っ
て
造
営

が
な
さ
れ
、
延
昌
二
年
に
は
道

寺
が
嵩
山
に
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解

で
き
る
。『
説
嵩
』
の
嵩
岳
寺
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
は
、

（
ｂ
）：

寺
は
故もと
元
魏
の
宣
武
（
世
宗
、
元
恪かく
）
の
離
宮
な
り
。
永
平
二
年

（
五
〇
九
）
に
建
ち
、
詔
し
て

亮
は
沙
門
統
僧
暹
・
河
南
尹

と
與とも
に
形
勝
の
處
を
視み
て
焉ここ
に
創
興
す
。
鳳
陽
殿
・
八
極
殿
有

り
。
明
帝
（

宗
、
元

）
の
正
光
（
五
二
〇
〜
五
二
五
年
）
の
時
、

閑
居
寺
と

す
。
廣
大
な
る
佛
刹
は
、
国
財
を

極
し
、
僧
徒
七

百

、
堂
宇
千
間
を
こ

ゆ
。
十
五
層
の
塔
を
建
立
し
、
發
地
四
鋪
、

陵
空
八
相
、
方
丈
十
二
、
戸

数
百
な
り
。
東
に
七
佛
殿
有
り
て
、

西
に
定
光
佛
堂
有
り
。
隋
の
開
皇
（
五
八
一
〜
六
〇
〇
年
）
の
年

改
め
て
嵩
岳
寺
と
題
し
、
舎
利
塔
を
置
き
、
高
僧
輩
出
す
。

と
あ
っ
て
、
元
々
は
離
宮
だ
っ
た
も
の
が
正
光
年
間
に

居
寺
と
な
り
、
隋
の

一
三
三

中
国
に
於
け
る
山
嶽
と
仏
教



開
皇
年
間
に
嵩
岳
寺
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
続
い
て
、
嵩
陽
寺
に
関
し
て
は
、

『
説
嵩
』
に
、

寺
は
元
魏
に
建
ち
、
司
空
裴
衍
嘗かつ
て
寺
主
と
為
る
。
浮
屠
の
大
な
る
者
は
、

高
数
十
仞
な
り
。
東
の
㵎
水
に
筧かけいし
て
溪
を
絶
ち
、
引
き
て
檐
除
に
入
ら

し
む
。
僧
徒
多
く
は
数
百
人
に
至
る
。
時
に
拓
跋
は
佛
に
佞おもねり
、わざわいし
て

後のち
統
内
の
姫
は
時
に
車
駕
を
命
ず
。
梵
宇
の
勝
、
中
土
に
甲
た
り
。
唐
の

麟
徳
（
六
六
四
〜
六
六
六
年
）
の
間
に
迄およ
び
て
寺
を
改
め

と
為
し
、
会

善
に
碑
を
移
す
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
嵩
陽
寺
は
裴
衍
が
寺
主
を
務
め
て
お
り
、
多
い
時

は
数
百
人
の
僧
侶
達
が
そ
こ
に
居
た
こ
と
が
伺
え
る
。
そ
し
て
、
麟
徳
年
間
に

は
、
寺
が
道
観
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。

だ
が
、
先
に
『
洛
陽

伽
藍
記
』
で
述
べ
ら
れ
た
六
寺
以
外
に
も
、
嵩
山
に
寺
院
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
少
林
寺
・
明

寺
（
後
の
永
泰
寺
）
・
法
王
寺
（
隋
の
舎

利
寺
）・
会
善
寺
の
四
寺
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
は
、
嵩
山
に
あ
る
仏
寺
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
た
。
そ
こ
で
、
嵩

山
に
お
け
る
碑
文
や
関
係
す
る
僧
侶
達
の
事
績
を
通
じ
て
嵩
山
の
仏
寺
を
見
て

み
た
い
。

先
ず
、
開
元
二
七
年
（
七
三
九
）
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
『
嵩
岳
寺
碑
』
に

お
い
て
は
、

（
ⅰ
）：

嵩
岳
寺
は
、
後
魏
孝

帝
（
粛
宗
、
元

）
の
離
宮
な
り
。
正
光

元
年
（
五
二
〇
）、
閑
居
寺
と
榜
す
る
や
、
廣
大
な
る
佛
刹
、
國

財
を

極
す
。
濟
濟
た
る
僧
徒
は
七
百
衆
に
彌わた
り
、
落
落
た
る
堂

宇
は
一
千
間
を
こ

ゆ
。

と
あ
る
。
す
る
と
、（
ａ
）（
ｂ
）
と
（
ⅰ
）
の
記
述
か
ら
、

居
寺
が
も
と
も

と
永
平
二
年
（
五
〇
九
）
に
宣
武
帝
の
離
宮
と
し
て
建
て
ら
れ
、
正
光
元
年

（
五
二
〇
）
の
段
階
で
そ
の
寺
号
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
嵩
岳
寺
に
お
け
る

僧
侶
の
人
数
に
つ
い
て
は
、『
續
高
僧
傳
』
の
僧
稠
伝
に
、

即
ち
嵩
岳
寺
に
住
す
。
僧
百
人
有
る
も
泉
水
纔わず
か
に
足
れ
り
。

と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
百
人
以
上
は
居
た
と
い
え
る
。

次
に
、
嵩
陽
寺
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
天
平
二
年
（
五
三
五
）
四
月
八

日
の
年
月
が
刻
ま
れ
た
『
嵩
陽
寺
碑
』
で
は
、
生
禅
師
が
、

乃
ち
皇
帝
傾
心
す
る
に
師
資
を
以
て
す
れ
ば
、
朝
野
望
風
し
て
膝
を
屈かが
む
。

此
の
山
先
來
未いま
だ
塔
廟
有
ら
ざ
れ
ば
、
禪
師
將まさ
に
四
生
を
接
引
し
て
、
永

え
に
沸

を
辭
さ
し
め
、

品
を

し
て
、
炎

を
遠
離
せ
し
め
ん
と

欲
す
。
茲こ
の
福
地
を
卜うらない
、
神

を
創
立
す
。

と
し
て
、
皇
帝
か
ら
師
と
し
て
尊
敬
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
朝
野
に
及
ん
で
い

た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
碑
文
に
は
、

太
和
八
年
（
四
八
四
）
歳
次
甲
子
に
伽
藍
を
建
造
し
、
築きず
き
て
塔
殿
を
立

て
、
僧
坊
を
布
置
し
、
ほ

ぼ
梗
概
を
深
む
る
。

と
、
太
和
八
年
に
嵩
陽
寺
の
建
造
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
後

文
で
は
、

公
王
卿
士
、
咸
な
□
向
の
心
を
發
す
。
凡
そ
そ

の
庶
民
、
並
び
に
喜
捨
の

志
を
欣よろこぶ
。
司
空
公
の
裴
衍
昔むかし齊
都
に
在
り
て
、
師
の
徳
を
欽
承
し
、
願

い
て
中
國
に

す
る
や
、
寺
の
檀
主
と
為
る
。
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と
あ
っ
て
、
寺
の
建
造
に
当
た
り
、
庶
民
は
喜
捨
を
喜
び
、
皇
帝
や
官
吏
は
注

視
し
て
い
る
。
ま
た
、
裴
衍
が
檀
主
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
多
く
の
寄
付
を

行
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
嵩
陽
寺
の
建
設
は
、
大
口
の

寄
付
者
た
る
裴
衍
を
中
心
に
、
庶
民
の
小
口
の
寄
付
を
集
め
る
形
で
行
わ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
寺
地
に
関
し
て
は
皇
帝
が
師
資
の
礼

を
と
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
生
禅
師
の
申
し
出
を
も
と
に
許
可
を
下
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

次
に
、
少
林
寺
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
開
元
一
六
年
（
七
二
八
）
七
月

十
五
日
に
建
て
ら
れ
た
『
皇
唐
嵩
嶽
少
林
寺
碑
』
で
は
、

少
林
寺
は
、
後
魏
孝
文
（
高
祖
、
元
宏
）
の
立
つ
る
所
な
り
。

と
し
た
後
に
、

沙
門
跋

は
、
天
竺
の
人
な
り
。
空
心
に
し
て
玄
粹
、
惠
性
は
淹
遠
、
不

二
の
法
門
を
傳
え
、
甚
だ
深
き
道
業
有
り
。
緬はる
か
西
域
自よ
り
、
國
都
に
来

遊
す
。
孝
文
（
高
祖
、
元
宏
）
黄
屋
の
尊
を
屈かが
め
、

林
の
敬
を
申の
ぶ
。

太
和
中
（
四
七
七
〜
四
九
九
年
）、
有
司
に
詔
し
て
此
の
寺
に
之
れ
を
處お
ら

し
め
、
淨きよ
き
法
衣
を
供そな
え
、
公
府
に
取
給
せ
し
む
。
法
師
廼すなわち
寺
の
西
臺

に

利
塔
を
造
り
、
塔
の
後
に
翻
經
堂
を
造
る
。

と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
当
時
、

時
に
三
藏
法
師
勒
那
有あ
り
て
經
論
を
翻
譯
し
、
刹
土
を
遊
集
す
。
稠
禪
師

正
法
を
探
求
し
、
塔
廟
を
住
持
す
。

と
、
勒
那
と
僧
稠
と
が
少
林
寺
に
居
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
貞
元
戊
寅
歳
」（
七
九
八
年
）
の
年
月
が
刻
ま
れ
る
『
嵩
嶽
少
林
寺
新
造

庫

記
』
に
お
い
て
少
林
寺
は
、

少
林
寺
は
、
蓋
し
太
和
中
に
權
輿
し
、
承
光
（
五
七
七
年
）
に
廢
さ
れ
、

名
を
大
像
と
更あらため
、
田
を
開
皇
（
五
八
一
〜
六
〇
〇
年
）
に
錫
う
。

と
さ
れ
、

其
の
神
異
の
尤もつとも
た
る
や
、
跋

の
經
始
に
し
て
、
靈
塔
劫
火
な
る
も
焚や

け
ず
、
指
し
て
泉
流
を
眄み
れ
ば
之
れ
を
西
注
せ
し
む
る
が
若ごと
し
。
稠
公
杖つえ

を
揮ふる
え
ば
、
而
し
て
二

たたかい
を
解
く
。
惠
可
臂ひ
を
割さ
か
ば
、
而
し
て
三

業
塵じん
に
息や
む
。

と
あ
る
。
一
方
、『
續
高
僧
傳
』
の
佛
陀
伝
に
お
い
て
は
、

時
に
孝
文
の
隆さか
ん
に
敬
い
誠
至
し
て
別
に
禪
林
を
設
く
る
に
値あ
う
や
、
石

を
鑿うが
ち
て

と
為
し
徒
を
結
び
て
定
念
す
。
國
家
の
資
供
餘
部
に
倍
加
す
。

と
し
て
、
孝
文
帝
が
禪
林
を
設
け
た
こ
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
少
林
寺
に

つ
い
て
は
述
べ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
文
に
、

後
に
隋
帝
南
遷
し
て
都
を
伊
洛
に
定
む
。
復
た
靜
院
を
設もう
け
勅
し
て
以
て

之
れ
に
處お
ら
し
む
。
而
し
て
性
は
幽
栖
を
愛
し
林
谷
是
れ
託よ
り
、
屡
しばしば

嵩

岳
に
往
き
て
人
世
を
高
謝
す
。
勅
有あ
り
て
少
室
山
に
就
き
之
れ
が
為
に
寺

を
造
る
。
今
の
少
林
は
是
れ
な
り
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
林
寺
は
隋
帝
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
と
受
け
取
れ
る
。

た
だ
、
碑
文
や
僧
侶
の
事
績
か
ら
考
え
る
に
、
ど
ち
ら
も
少
林
寺
の
寺
地
は
皇

帝
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、

与
え
ら
れ
た
寺
地
に
関
し
て
は
僧
侶
の
使
用
に
委
ね
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
、

僧
侶
は
寺
院
の
出
入
り
に
関
し
て
、
国
か
ら
の
許
可
を
得
る
必
要
が
無
い
こ
と
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も
指
摘
で
き
る
。

次
に
、
明

寺
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
。「
天
寶
十
一
載
歳
在
壬
辰
閏
三
月

五
日
」（
七
五
二
）
と
記
さ
れ
て
い
る
『
永
泰
寺
碑
』
に
は
、

こ
茲こ
に
宝
海
、
創はじ
め
後
魏
の
正
光
二
載
（
五
二
一
）
自よ
り
す
る
は
、
即
ち

孝
明
帝
（
粛
宗
、
元

）
の
賢
妹
な
り
。
乃
ち
寵
に
居
り
て
驚
く
が
若ごと
け

れ
ば
、
剋よ
く
雅
志
を
修
め
、
出
俗
に
霍
た
れ
ば
、
入
道
し
て
尼
と
為
る
。

誠
信
を
以
て
征ゆ
く
こ
と
有
り
て
、
勅
し
て
為
に
明

寺
を
置
く
。
兼
ね
て

士
庶
の
女
等
、
百
有
人
を
度
す
る
な
り
。

と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
明

寺
は
孝
明
帝
の
妹
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
尼

寺
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
寺
院
は
勅
に
よ
っ
て
造
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
皇
帝
の
許
可
の
も
と
行
わ
れ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
寺
を

置
く
に
際
し
て
、
身
分
に
関
係
な
く
百
人
余
り
の
女
性
を
出
家
さ
せ
た
と
い
う

こ
と
は
、
そ
こ
に
参
詣
す
る
者
た
ち
も
身
分
に
関
係
が
無
か
っ
た
と
想
像
が
で

き
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
会
善
寺
に
つ
い
て
見
て
み
る
。「
開
寶
五
年
歳
次
壬
申
閏
二
月
二
十

八
日
」（
九
七
二
）
の
年
月
が
刻
ま
れ
て
い
る
『
嵩
山
会
善
寺
碑
』
に
お
い
て
、

会
善
寺
は

会
善
寺
は
、
基
構
の
資
始
た
る
や
本
と
後
魏
孝
文
（
高
祖
、
元
宏
）
の
離

宮
な
り
。
櫟
宇
相あ
い
循めぐ
り
、
澄
覚
禅
師
の
精
舎
と
為
す
。
恭
陵
王
は
乃
ち

一
時
の
哲
士
な
れ
ば
、
施ほどこし
て
福
田
を
作
す
。
澄
覚
師
は
則
ち
六
祖
の
名

流
な
れ
ば
、
其
の
心
地
に
浄きよ
し
。
宿
種
を
出
だ
し
て
、
同とも
に
善
根
を
植
う
。

と
し
て
、
孝
文
帝
の
離
宮
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
会
善

寺
は
澄
覚
禅
師
の
た
め
の
寺
院
で
あ
り
、
恭
陵
王
の
働
き
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
伺
え
る
。

以
上
、

居
寺
・
嵩
陽
寺
・
少
林
寺
・
明

寺
・
会
善
寺
と
い
う
五
ヶ
寺
に

つ
い
て
見
て
き
た
。
す
る
と
、
嵩
山
に
お
け
る
寺
院
建
設
は
、
皇
帝
の
許
可
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の
許
可
を
取
り
付
け
る
上
で
は
、

高
位
の
者
や
皇
室
に
近
し
い
者
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
得
や
す
い
と
い
う
こ
と
。

寺
院
建
設
に
関
す
る
費
用
は
、
国
費
を
用
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
大
口
の
出
資

者
さ
ら
に
は
民
か
ら
も
出
資
を
募
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
寺
内
で
新
た
に
建

築
を
行
う
際
は
、
国
の
許
可
を
取
ら
な
く
と
も
良
い
こ
と
。
寺
内
の
僧
侶
に
関

し
て
は
、
身
分
に
関
係
な
く
広
く
募
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

で
は
、
国
家
は
寺
院
建
造
に
対
し
て
何
か
し
ら
の
制
限
を
行
っ
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
延
興
二
年
（
四
七
二
）
孝
文
帝
（
高
祖
、
元
宏
）

が
、

内
外
の
人
、
福
業
を
興
建
し
、
圖
寺
を
造
立
す
る
に
、
高
敞
に
し
て
顯
博

な
る
は
、
亦
た
以
て
至
教
を
輝
隆
す
る
に
足
る
な
り
。
然
れ
ば
無
知
の
徒
、

各おのおの
相
い
高
尚
せ
ん
と
し
、
貧
富
相
い
競
い
て
、
費
は
財
産
を
竭つ
く
す
も
、

務つと
め
て
高
廣
な
る
を
存
す
れ
ば
、
昆
蟲
含
生
の
類
を
傷
殺
す
。
苟
いやしくも

能
く

精
致
し
て
、
土
を
累かさ
ね
沙
を
聚あつ
め
れ
ば
、
福
は
不
朽
に
鍾あつ
ま
る
。
建
ち
て

福
の
因
を
為
す
を
欲
す
る
も
、
未
だ
傷
生
の
業
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
朕
は

民
の
父
母
為た
ら
ば
、
慈
養
是
れ
務
な
り
。
今
自よ
り
一
切
之こ
れ
を

ず
。

と
し
て
、
高
大
な
仏
寺
建
設
を
や
め
る
よ
う
に
詔
し
て
い
る
。
ま
た
、
神
龜
元

年
（
五
一
八
）
に
任
城
王
澄
が
上
奏
し
た
内
容
か
ら
、
孝
文
帝
が
洛
陽
に
都
を
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定
め
た
際
に
は
、

城
内
は
唯
だ
一
に
永
寧
寺
の
地
に
擬なぞらう
の
み
と
し
、
郭
内
は
唯
だ
尼
寺
一

所
を
擬なぞらう
の
み
と
す
。
餘
は
悉
く
城
郭
の
外
な
り
。

と
、
都
城
の
制
と
し
て
城
内
は
永
寧
寺
、
郭
内
は
尼
寺
一
カ
所
、
そ
の
他
は
城

郭
の
外
に
置
く
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
任
城
王
澄
は
続
け
て
、

景
明
（
五
〇
〇
〜
五
〇
三
年
）
の
初
め
に
逮およ
び
て
、
微かす
か
に
犯
禁
有あ
り
。

故
に
世
宗
（
宣
武
帝
、
元
恪
）
仰あお
ぎ
て
先
志
を
修
め
、
爰ここ
に
明
旨
を
發
し
、

城
内
に
浮
圖
・
僧
尼
寺

を
造
立
さ
せ
ず
、
亦
た
其
の
希

を
絶
つ
を
欲

す
。

と
し
て
、
宣
武
帝
の
時
、
城
内
の
仏
寺
造
営
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
も
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
永
平
二
年
（
五
〇
九
）
に
は
、
沙
門
統
惠
深
が
上
言

し
て
、
後
に
詔
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
の
中
に
、

其
れ
寺
を
造
る
者
有
ら
ば
、
僧
五
十
以
上
を
限かぎ
り
と
し
、
啓
聞
し
て
造
る

を
ゆる

す
。
若も
したちまち
營
置
す
る
者
有あ
ら
ば
、
處
す
る
に
違
敕
の
罪
を
以
て

し
、
其
の
寺
の
僧
衆
外
州
に
擯
出
せ
し
む
。

と
あ
り
、
僧
侶
が
五
〇
人
以
上
の
場
合
に
の
み
朝
廷
へ
許
可
を
得
れ
ば
寺
を
造

る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
任
城
王
澄
は
、
神
龜
元
年
（
五
一
八
）
以
降
の
寺
院

建
造
に
関
し
、

今
自
り
外
州
、
若
し
寺
を
造
る
を
欲
し
、
僧
五
十
已
上
に
滿
た
ば
、
先
ず

本
州
に
表
列
せ
し
め
、
昭
玄
審
を
量
り
て
、
奏
も
て
乃
ち
立
つ
る
を

す
。

若
し
違
犯
有
ら
ば
、
悉
く
前
科
に
依
ら
し
む
。

と
し
て
、
外
州
で
僧
侶
が
五
〇
人
以
上
で
あ
れ
ば
、
許
し
を
得
れ
ば
仏
寺
造
営

が
出
来
る
と
し
て
そ
れ
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
当
時
の
寺
院
造
営
の
状
況
に

つ
い
て
、
彼
は
、

遷
都
自よ
り
已い
來らい
、
年
は
二
紀
を

え
、
寺
の
民
居
を
奪
う
こ
と
、
三
分
し

て
且
に
一
な
り
。

と
も
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
状
況
に
か
な
り
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
嵩
山
に
お
け
る
寺
院
造
営
と
国
家
に
よ
る
制
限
と
を
照
ら
し
合
わ

せ
て
み
る
と
、
先
の
規
定
に
従
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
制
限
は
あ
く
ま
で
寺
院
造
営
に
関
す
る
事
柄
で
あ
っ
て
、
寺
内
に
お
け
る

経
済
活
動
に
は
制
限
を
加
え
て
い
な
い
。
さ
ら
に
は
、
寺
院
へ
の
寄
付
の
禁
止

や
、
寺
院
へ
の
往
来
を
制
限
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、

寺
院
を
何
処
に
設
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
山
林
へ
の
選
択
を
制
限

し
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
山
林
を
囲
う
こ
と
が
出
来
る
と
も
い
え
る
。

太
和
一
〇
年
（
四
八
六
）
に
官
吏
が
上
奏
し
た
中
に
、

前
に
敕
さ
れ
し
勒
籍
の
初
め
を
以
て
、
愚
民
僥
倖
し
て
、

り
に
入
道
を

し
、
以
て
輸
課
を
避
く
。

と
見
え
る
。
こ
れ
は
、
当
時
僧
侶
と
い
う
も
の
が
税
の
課
税
対
象
と
な
っ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。
す
る
と
、
僧
侶
の
側
か
ら
も
非
課
税
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
土
地
を
広
げ
て
い
こ
う
と
考
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に

つ
い
て
、
先
に
挙
げ
た
任
城
王
澄
の
上
奏
で
は
、

細
民
を
侵
奪
し
、
廣
く
田
宅
を
占
め
れ
ば
、
慈
矜
に
傷
有
り
て
、
用も
っ
て

嗟
苦
を
長
ず
。
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と
述
べ
る
。

し
た
が
っ
て
、
北
魏
期
に
お
け
る
嵩
山
と
仏
教
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
る
。

す
る
と
嵩
山
に
は
、『
洛
陽
伽
藍
記
』
で
述
べ
ら
れ
た
六
寺
以
外
に
も
、
四
ヶ

寺
が
営
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
内
、

居
寺
・
嵩
陽
寺
・
少
林
寺
・
明

寺
・
会

善
寺
の
五
ヶ
寺
は
、
そ
の
ど
れ
も
が
皇
帝
の
許
可
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
国
家
の
寺
院
統
制
に
従
っ
て
い
る
。
だ
が
、
許
可
を
取
る
際
に
、
誰
が

そ
れ
を
申
し
立
て
た
の
か
を
見
て
み
る
と
、
高
位
の
者
や
皇
室
に
近
し
い
者
が

そ
れ
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
要
職
に
あ
る
も
の
の
許
可
は
通
り
や
す

い
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
そ
の
建
設
は
、
国
費
で
ま
か
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る

一
方
で
、
様
々
な
階
層
の
人
々
か
ら
の
出
資
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
寺
内
に
お
い
て
僧
侶
が
新
た
に
建
築
を
行
う
際
に
は
、
国
の
許

可
は
必
要
と
し
て
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
僧
侶
を
集
め
る
際
に
は
嵩
山
と
い
う

場
所
に
関
係
な
く
、
身
分
に
隔
た
り
無
く
集
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

山
林
に
お
け
る
寺
院
建
造
と
い
う
の
は
、
僧
侶
へ
の
非
課
税
と
い
う
こ
と
と
相

俟
っ
て
、
国
家
の
山
林
へ
の
権
益
を
減
少
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
繫
が
る
の
で
あ

る
。
加
え
て
、
寺
内
に
お
け
る
経
済
活
動
を
禁
止
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
金
銭

に
よ
る
寺
域
拡
張
や
田
地
買
収
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
え
る
。

五
、
お
わ
り
に

以
上
か
ら
す
る
と
、
生
活
や
仰
ぎ
み
る
対
象
で
あ
っ
た
山
は
、
祭
祀
の
行
わ

れ
る
場
所
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
五
嶽
と
い
う
観
念
の
登
場
と
前
漢
に
お
け
る

五
嶽
の
確
立
と
は
、
国
家
に
よ
る
思
想
の
均
一
化
、
さ
ら
に
は
山
と
い
う
も
の

が
国
家
体
制
へ
と
組
み
込
ま
れ
て
い
く
上
で
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
。

先
秦
以
来
問
題
と
な
っ
て
く
る
大
土
地
所
有
は
、
北
魏
期
で
は
高
位
高
官
に

そ
れ
が
及
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
国
家
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
山
澤
は
天

災
に
見
舞
わ
れ
た
さ
い
に
、
余
剰
を
頼
み
と
す
る
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
、

利
益
と
な
る
も
の
が
産
出
さ
れ
る
時
に
は
、
山
澤
を
管
理
す
る
姿
が
見
え
る
。

さ
ら
に
、
皇
帝
に
よ
る
「
苑
」
と
い
う
形
で
の
山
澤
保
有
は
、
民
の
利
益
を
損

な
わ
し
め
、
皇
帝
の
利
益
独
占
の
形
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
一
転

し
て
天
災
な
ど
に
直
面
し
た
際
に
与
え
ら
れ
た
の
も
「
苑
」
で
あ
る
。
す
る
と
、

互
い
の
利
益
に
そ
ぐ
わ
な
い
時
に
問
題
と
な
る
の
が
、「
苑
」
と
い
い
大
土
地

所
有
の
問
題
で
あ
り
、
普
段
の
生
活
が
お
く
ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
問
題
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
え
る
。

そ
の
中
で
も
嵩
山
に
は
、
計
一
〇
ヶ
寺
の
寺
院
が
営
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
内
、

居
寺
・
嵩
陽
寺
・
少
林
寺
・
明

寺
・
会
善
寺
の
五
ヶ
寺
は
、
そ
の
ど
れ
も

が
皇
帝
の
許
可
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
統
制
に
従
っ
て
い
た
。
だ
が

許
可
を
取
る
際
に
、
誰
が
そ
れ
を
申
し
立
て
た
の
か
を
見
て
み
る
と
、
高
位
の

者
や
皇
室
に
近
し
い
者
が
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
建

設
に
目
を
向
け
る
と
、
国
費
で
ま
か
な
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
一
方
で
、
様
々
な

階
層
の
人
々
か
ら
の
出
資
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
寺
内
に
お
い
て

僧
侶
が
新
た
に
建
築
を
行
う
際
に
は
、
国
の
許
可
は
必
要
と
し
て
い
な
い
。
そ

れ
か
ら
、
僧
侶
を
集
め
る
際
に
は
嵩
山
と
い
う
場
所
に
関
係
な
く
、
身
分
に
隔

た
り
無
く
集
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
林
に
お
け
る
寺
院
建
造
と
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い
う
の
は
、
僧
侶
へ
の
非
課
税
と
い
う
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
国
家
の
山
林
へ
の

権
益
を
減
少
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
繫
が
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
寺
内
に
お
け

る
経
済
活
動
を
禁
止
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
金
銭
に
よ
る
寺
域
拡
張
や
田
地
買

収
を
生
じ
さ
せ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
大
土
地
所
有
者
に
続
く
立
場
と
し
て
、
僧
侶
に
よ
る
土
地
占

有
問
題
が
生
じ
さ
せ
る
と
い
え
る
。

註①

『
詩
經
』
大
雅
、
蕩
之
什

崧
高

崧
高
維
嶽
、
駿
極
于
天
。

②

『
爾
雅
』
釋
山

泰
山
為
東
嶽
、
華
山
為
西
嶽
、
霍
山
為
南
嶽
、
恆
山
為
北
嶽
、
嵩
高
為
中
嶽
。

③

『
初
学
記
』
巻
五
、
嵩
高
山
第
七

其
山
東
謂
太
室
、
西
謂
少
室
、
相
去
十
七
里
、
嵩
其
總
名
也
、
謂
之
室
者
、
以
其

下
各
有
石
室
焉
。
少
室
髙
八
百
六
十
丈
、
上
方
十
里
、
與
太
室
相

、
但
小
耳
。

④

『
初
学
記
』
巻
五
、
總
載
山
第
二

夫
山
、
萬
人
之
所

仰
。

⑤

吉
川
忠
夫
「
五
岳
と
祭
祀
」（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）『
ゼ
ロ
・
ビ
ッ
ト
の

世
界
（
現
代
哲
学
の
冒
険
15
）』
所
収
、
二
一
九
頁
・
二
二
一
頁
参
照

⑥

吉
川
忠
夫

前
掲
書

二
二
五
頁
参
照

⑦

『
白
虎
通
義
』
巻
五

巡
時

五
嶽
謂
岱
山
・
霍
山
・
華
山
・
恆
山
・
嵩
山
也
。

⑧

吉
川
忠
夫

前
掲
書

二
一
九
頁
参
照

⑨

『
爾
雅
』
釈
山

河
南
華
、
河
西
嶽
、
河
東
岱
、
河
北
恆
、
江
南
衡
。

『
史
記
』
巻
二
八
、
封
禪
書
第
六

自

以
東
、
名
山
五
、
大
川
祠
二
。
曰
太
室
。
太
室
、
嵩
高
也
。
恆
山
、
泰
山
、

會
𥡴
、
湘
山
。
…
（
中
略
）
…
自
華
以
西
、
名
山
七
、
名
川
四
。
曰
華
山
、
薄
山
。

薄
山
者
、
衰
山
也
。
岳
山
、
岐
山
、
呉
岳
、
鴻

、
賣
山
、
蜀
之

山
。

『
史
記
』
巻
二
八
、
封
禪
書
第
六

秦
靈
公
作
呉
陽
上

、
祭
黄
帝
。
作
下

、
祭
炎
帝
。

吉
川
忠
夫

前
掲
書

二
二
〇
頁
参
照

吉
川
忠
夫

前
掲
書

二
二
二
〜
二
二
三
頁
参
照

『
宋
書
』
巻
六
、
本
紀
第
六

孝
武
帝

大
明
七
年
二
月
丙
辰

霍
山
是
曰
南
嶽
、
實
維
國
鎮
、

靈
呈
瑞
、
肇
光
宋
道
。

『
舊
唐
書
』
巻
二
四
、
志
第
四

禮
儀
四

祀

東
嶽
岱
山
、
祭
於

州
。
…
（
中
略
）
…
南
嶽
衡
山
、
於
衡
州
。
…
（
中
略
）
…

中
嶽
嵩
山
、
於
洛
州
。
西
嶽
華
山
、
於
華
州
。
西
鎮
呉
山
、
於

州
…
（
中
略
）

…
北
岳
恆
山
、
於
定
州
。
…
（
中
略
）
…
其
牲
皆
用
太
牢
、

・
豆
各
四
。
祀
官

以
當
界
都
督
刺
史
充
。

『
宋
史
』
巻
一
〇
二
、
志
第
五
五

禮
五

吉
禮
五

奏
告

大
中
祥
符
元
年
、
天
書
降
、
及
封
禪
、
告
天
地
・
宗
廟
・
社
稷
及
諸
祠
・
廟
・

宮
・

。

『
宋
史
』
巻
一
〇
二
、
志
第
五
五

禮
五

吉
禮
五

嶽
賣

書
丞
董

其
言
、
漢
以
霍
山
為
南
嶽
、
望
令
壽
州
長
吏
春
秋
致
祭
。
禮
官
言
、

雖
前
漢
嘗
以
霍
山
為

南
嶽
、

今
嶽
廟
已
在
衡
山
、
難
於
改
制
。

渡
辺
信
一
郎
「
漢
六
朝
期
に
お
け
る
大
土
地
所
有
と
経
営
（
上
）」（『
東
洋
史

研
究
』
第
三
三
巻
第
一
号
、
一
九
七
四
年
）
四
頁
参
照

『
魏
書
』
巻
七
上
、
高
祖
紀
第
七
上

太
和
九
年
一
〇
月
丁
未

爰

季
葉
、
斯
道
陵
替
、
富
強
者

兼
山
澤
、
貧
弱
者
望
絶
一

、
致
令
地
有
遺

利
、
民
無
餘
財
、
或

畝
畔
以
亡
身
、
或
因
飢
饉
以
棄
業
、

堀
敏
一
『
均
田
制
の
研
究
』（
一
九
七
五
年
、
岩
波
書
店
）
一
二
六
頁
参
照

『
魏
書
』
巻
五
三
、
列
傳
第
四
一

李
安
世

時
民
困
飢
流
散
、
豪
右
多
有
占
奪
、
安
世
乃
上
疏
曰
、
…
（
後
略
）
…

『
魏
書
』
巻
四
八
、
列
傳
第
三
六

高
允

恭
宗
季
年
、
頗
親
近
左
右
、
營
立
田
園
、
以
取
其
利
。
允
諌
曰
、「
…
（
中
略
）

一
三
九

中
国
に
於
け
る
山
嶽
と
仏
教



…
而
營
立
私
田
、
畜
養

犬
、
乃
至
販

市

、
與
民

利
、
議
聲
流
布
、
不
可

追
掩
。
…
（
中
略
）
…
故
願
殿
下
少
察
愚
言
、
斥
出
佞
邪
、
親
近
忠
良
、
所
在
田

園
、
分
給
貧
下
、
畜
産
販
賣
、
以
時
收
散
。
如
此
則
休
聲
日
至
、
謗
議
可
除
。」

恭
宗
不
納
。

關
尾
史
郎
「
北
魏
に
お
け
る
勧
農
政
策
の
動
向
｜
均
田
制
発
布
以
前
を
中
心
と

し
て
｜
」（『
史
學

誌
』、
第
九
一
編
第
一
一
号
、
一
九
八
二
年
）
八
頁
参
照

『
魏
書
』
巻
二
一
上
、

文
六
王
列
傳
第
九
上

咸
陽
王
禧

禧
性
驕
奢
、
貪
淫
財
色
、
姫
妾
數
十
、
意
尚
不
已
、
衣
被
繡
綺
、
車
乘
鮮
麗
、
猶

遠
有
簡

、
以
恣
其
情
、
由
是
昧
求
貨
賄
、
奴
婢
千
數
、
田
業
鹽
鐵
徧
於
遠
近
、

臣
吏

、
相

經
營
。
世
宗
頗

之
。

關
尾
史
郎
「
北
魏
に
お
け
る
勧
農
政
策
の
動
向
｜
均
田
制
発
布
以
前
を
中
心
と

し
て
｜
」（『
史
學

誌
』、
第
九
一
編
第
一
一
号
、
一
九
八
二
年
）
八
頁
参
照

『
魏
書
』
巻
六
、
顯
祖
紀
第
六

皇
興
四
年
）
十
有
一
月
、
詔
弛
山
澤
之
禁
。

『
魏
書
』
巻
七
上
、
高
祖
紀
第
七
上

太
和
六
年
八
月
）
庚
子
、
罷
山
澤
之
禁
。

『
魏
書
』
巻
七
上
、
高
祖
紀
第
七
上

太
和
七
年
十
有
二
月
）
庚
午
、
開
林
慮
山
禁
、
與
民
共
之
。

『
魏
書
』
巻
九
、

宗
紀
第
九

神
龜
元
年
閏
月
）
甲
辰
、
開
恒
州
銀
山
之
禁
、
與
民
共
之
。

『
魏
書
』
巻
六
、
顯
祖
紀
第
六

皇
興
）
四
年
春
正
月
、
詔
州
鎮
十
一
民
飢
、
開
倉
賑
恤
。

『
魏
書
』
巻
一
一
〇
、
食
貨
志
六
第
一
五

顯
祖
即
位
、
親
行

素
、
率
先
公
卿
、
思
所
以
賑
益
黎
庶
。
至
天
安
・
皇
興
間
、

歳
頻
大
旱
、
絹
匹
千
錢
。

こ
れ
に
関
係
し
て
天
安
・
皇
興
年
間
に
大
旱
が
発
生
し
た
事
例
は
、
次
の
記
述

が
見
出
せ
る
。

『
魏
書
』
巻
六
、
顯
祖
紀
第
六

是
歳
（
天
安
元
年
（
四
六
六
））、
州
鎮
十
一
旱
、
民
饑
、
開
倉
賑
恤
。

（
皇
興
二
年
（
四
六
八
））
十
有
一
月
、
以
州
鎮
二
十
七
水
旱
、
開
倉
賑
恤
。

『
魏
書
』
巻
七
上
、
高
祖
紀
第
七
上

（
太
和
六
年
）
八
月
癸
未
朔
、
分
遣
大
使
、
巡
行
天
下
遭
水
之
處
、

民
租
賦
、

貧

不
自
存
者
、
賜
以
粟
帛
。

『
魏
書
』
巻
一
一
二
上
、
靈

志
八
上
第
一
七

大
水

太
和
）
六
年
七
月
、
青
・
雍
二
州
大
水
。

八
月
、
徐
・
東
徐
・

・
濟
・
平
・
豫
・
光
七
州
、
平
原
・

頭
・
廣
阿
・
臨
濟

四
鎮
大
水
。

『
魏
書
』
巻
一
一
二
上
、
靈

志
八
上
第
一
七

蝗
蟲
螟

太
和
）
六
年
七
月
、
青
・
雍
二
州
祿

害
稼
。

八
月
、
徐
・
東
徐
・

・
濟
・
平
・
豫
・
光
七
州
、
平
原
・

頭
・
廣
阿
・
臨
濟

四
鎮
、
蝗
害
稼
。

『
魏
書
』
巻
七
上
、
高
祖
紀
第
七
上

太
和
七
年

三
月
甲
戌
、
以
冀
定
二
州
民
飢
、
詔
郡
縣
為
粥
於
路
以
食
之
。
又
弛
關
津
之
禁
、

任
其
去
來
。

『
魏
書
』
巻
一
一
二
上
、
靈

志
八
上
第
一
七

霜

太
和
）
七
年
三
月
、
肆
州
風
霜
、
殺

。

『
魏
書
』
巻
一
一
二
上
、
靈

志
八
上
第
一
七

大
風

太
和
）
七
年
四
月
、
相
・
豫
二
州
大
風
。

『
魏
書
』
巻
一
一
二
上
、
靈

志
八
上
第
一
七

蝗
蟲
螟

太
和
）
七
年
四
月
、
相
・
豫
二
州
蝗
害
稼
。

『
魏
書
』
巻
七
上
、
高
祖
紀
第
七
上

太
和
七
年

詔
以
州
鎮
十
三
民
飢
、
開
倉
賑
恤
。

『
元
和
郡
縣
圖
志
』
巻
一
六
、
河
北
道
一

林
慮
山
、
在
縣
北
二
十
里
。
山
多
鐵
、
縣
有
鐵
官
。
南
接
太
行
、
北
連
恒
岳
。

林
慮
山
は
、
林
慮
県
の
北
に
あ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
は
現
在
の
河
南
省
林
州
市

に
あ
た
る
。

『
漢
書
』
巻
二
八
上
、
地
理
志
第
八
上

河
内
郡

隆
慮
、
國
水
東
北
至
信
成
入
張
甲
河
、
過
郡
三
、
行
千
八
百
四
十
里
。
有
鐵
官
。

一
四
〇



【
顔
師
古
注
】
應

曰
、
隆
慮
山
在
北
、
避

帝
名
改
曰
林
慮
也
。

『
後
漢
書
』
志
第
一
九
、
郡
國
一

司

河
内
郡

林
慮
故
隆
慮
、

帝
改
。
有
鐵
。

『
魏
書
』
巻
一
一
〇
、
食
貨
志
六
第
一
五

世
宗
延
昌
三
年
春
、
有
司
奏
長
安

山
有
銀
鑛
、
二
石
得
銀
七
兩
。
其
年
秋
、
恒

州
又
上
言
、
白
登
山
有
銀
鑛
、
八
石
得
銀
七
兩
、
錫
三
百
餘
斤
、
其
色
潔
白
、
有

上
品
。
詔
並
置
銀
官
、
常
令
採
鑄
。

『
魏
書
』
巻
二
、
太
祖
紀
第
二

（
天
興
二
年
（
三
九
九
）
二
月
庚
戌
）
以
所
獲
高
車
衆
起
鹿
苑
、
南
因
臺
陰
、
北

距
長
城
、
東
包
白
登
、
屬
之
西
山
、
廣
輪
數
十
里
、
鑿
渠
引
武
川
水
注
之
苑
中
、

疏
為
三
溝
、
分
流
宮
城
内
外
。

『
魏
書
』
巻
一
〇
八
之
一
、
禮
志
四
之
一
第
一
〇

明
年
、
立
太
祖
廟
于
白
登
山
。
歳
一
祭
、
具
太
牢
。
帝
親
之
、
亦
無
常
月
。
兼
祀

皇
天
上
帝
、
以
山
神
配
。
旱
則
禱
之
、
多
有
效
。

『
魏
書
』
巻
三
、
太
宗
紀
第
三

神
瑞
二
年
（
四
一
五
）
二
月
）
甲
辰
、
立
太
祖
廟
於
白
登
之
西
。

ま
た
こ
の
記
述
は
、『
魏
書
』（
巻
一
〇
八
之
一
、
禮
志
四
之
一
第
一
〇

祭
祀

上
）
に
も
、

後
二
年
、
於
白
登
西
、
太
祖
舊
遊
之
處
、
立
昭
成
・

明
・
太
祖
廟
。
常
以
九

月
・
十
月
之
交
、
帝
親
祭
、
牲
用
馬
・
牛
・
羊
、
及
親
行
區
劉
之
禮
。
別
置
天
神

等
二
十
三
於
廟
左
右
、
其
神
大
者
以
馬
、
小
者
以
羊
。
華
陰
公
主
、
帝

也
。
元

紹
之
為
逆
、
有
保
護
功
。
故
別
立
其
廟
於
太
祖
廟
垣
後
、
因
祭
薦
焉
。

後
二
年
し
て
、
白
登
の
西
、
太
祖
の
舊も
と
之
れ
に
遊
び
し
處
に
於
い
て
、
昭
成

（
拓
跋
什
翼

）・

明
（
拓
跋
寔
）・
太
祖
（
道
武
帝
、
拓
跋
珪
）
の
廟
を
立
つ
。

常
に
九
月
・
十
月
の
交
を
以
て
、
帝
親みずから
祭
り
、
馬
・
牛
・
羊
を
牲
用
し
、
及
び

て
親みずから
區
劉
の
禮
を
行
う
。
別
に
天
神
等
二
十
三
を
廟
の
左
右
に
置
き
、
其
の
神

の
大
な
る
者
は
馬
を
以
て
し
、
小
な
る
者
は
羊
を
以
て
す
。
華
陰
公
主
は
、
帝

（
明
元
帝
）
の

な
り
。
元
紹
の
逆
を
為
す
や
、
保
護
の
功
有
り
。
故
に
別
に
其

の
廟
を
太
祖
廟
の
垣
の
後うし
ろ
に
立
て
、
祭
に
因
り
て
焉ここ
に
薦
む
。

と
し
て
見
え
る
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
一
一
八
、
晉
紀
四
〇

恭
帝
元
熙
元
年
（
四
一
九
）
四
月
庚

辰
条

魏
建
宗
廟
於
平
城
宮
之
東
、
因
曰
東
廟
。
杜
佑
曰
、
明
元
永
興
四
年
、
立
太
祖
道

武
廟
於
白
登
山
、

一
祭
、
無
常
月
。
又
於
白
登
西
太
祖
舊
遊
之
處
立
昭
成
・

明
・
太
祖
廟
、
常
以
九
月
・
十
月
之
交
親
祀
焉
。
則
東
廟
者
、
白
登
山
廟
也
。
以

山
西
又
有
廟
、
故
以
此
為
東
廟
。

魏
は
宗
廟
を
平
城
宮
の
東
に
建
て
、
因
り
て
東
廟
と
曰
う
。
杜
佑
曰
わ
く
、
明
元

の
永
興
四
年
（
四
一
二
）、
太
祖
道
武
の
廟
を
白
登
山
に
立
つ
。
歳
ご
と
に
一
祭

し
て
、
常
月
無
し
。
又
た
白
登
の
西
太
祖
の
舊も
と
之
れ
に
遊
び
し
處
に
於
い
て
昭

成
・

明
・
太
祖
の
廟
を
立
つ
。
常
に
九
月
・
十
月
の
交
を
以
て
親みずから
焉こ
れ
を
祀まつ

る
。
則
ち
東
廟
は
、
白
登
山
の
廟
な
り
。
山
の
西
に
又
た
廟
有
る
を
以
て
、
故
に

此ここ
を
以
て
東
廟
と
為
す
。

『
魏
書
』
巻
三
、
太
宗
紀
第
三

泰
常
四
年
（
四
一
九
））
九
月
、
築
宮
於
白
登
山
。

『
魏
書
』
巻
三
、
太
宗
紀
第
三

泰
常
六
年
三
月
乙
亥
）
發
京
師
六
千
人
築
苑
。
起
自
舊
苑
、
東
包
白
登
、
周
回

三
十
餘
里
。

『
魏
書
』
巻
七
上
、
高
祖
紀
第
七
上

太
和
元
年
（
四
七
七
）
四
月
）
丁
卯
、
幸
白
登
山
。

『
魏
書
』
巻
七
上
、
高
祖
紀
第
七
上

太
和
四
年
（
四
八
〇
）
四
月
）
辛
巳
、
幸
白
登
山
。

『
魏
書
』
巻
一
〇
八
之
一
、
禮
志
四
之
一
第
一
〇

國
家
自
先
朝
以
來
、
饗
祀
諸
神
、
凡
有
一
千
二
百
餘
處
。
今
欲
減
省

祀
、
務
從

簡
約
。
…
（
中
略
）
…
凡
祭
不
欲
數
、
數
則

、

則
不
敬
。
神
聰
明
正
直
、
不

待
煩
祀
也
。

『
魏
書
』
巻
一
〇
八
之
一
、
禮
志
四
之
一
第
一
〇

一
四
一

中
国
に
於
け
る
山
嶽
と
仏
教



明
堂
・
太
廟
、
並
祀
祖
宗
、
配
祭
配
享
、
於
斯
備
矣
。
白
登
・
享
山
・
雞
鳴
山
廟

唯
遣
有
司
行
事
。

『
魏
書
』
巻
一
〇
八
之
一
、
禮
志
四
之
一
第
一
〇

夫
先
王
制
禮
、
所
以
經
綸
萬
代
、

法
後
昆
。
至
乃
郊
天
享
祖
、
莫
不
配
祭
、
然

而
有
節
。
白
登
廟
者
、
有
為
而
興
、
昭
穆
不
次
。
故
太
祖
有
三
層
之
宇
、
已
降
無

方
丈
之
室
。
又
常
用
季
秋
、
躬
駕
展
虔
、
祀
禮
或
有
褻
慢
之
失
、
嘉

頗

野
合

之
譏
。
今
授
衣
之
旦
、
享
祭
明
堂
。
玄
冬
之
始
、
奉
烝
太
廟
。
若
復
致
齋
白
登
、

便
為
一
月
再
駕
、
事
成
褻
賣
。
回
詳
二
理
、
謂
宜
省
一
。
白
登
之
高
、
未
若
九
室

之
美
。

次
之
華
、
未
如
清
廟
之
盛
。
將
欲
廢
彼
東
山
之
祀
、
成
此
二
享
之
敬
。

可
具
敕
有
司
、
但
令
内
典
神
者
、
攝
行
祭
事
。

明
・
道
武
各
有
廟

、
可
具
依

舊
式
。

『
魏
書
』
巻
一
〇
八
之
一
、
禮
志
四
之
一
第
一
〇

自
太
宗
諸
帝
、
昔
無
殿
宇
、
因
停
之
。

『
魏
書
』
巻
七
下
、
高
祖
紀
第
七
下

太
和
一
五
年
四
月
）
己
卯
、
經
始
明
堂
、
改
營
太
廟
。

『
魏
書
』
巻
七
下
、
高
祖
紀
第
七
下

太
和
一
五
年
）
是
月
（
一
〇
月
）、
明
堂
・
太
廟
成
。

『
魏
書
』
巻
七
下
、
高
祖
紀
第
七
下

太
和
一
六
年

正
月
）
己
未
、
宗
祀
顯
祖

文
皇
帝
於
明
堂
、
以
配
上
帝
。

九
月
甲
寅
朔
、
大
序
昭
穆
於
明
堂
、
祀
文
明
太
皇
太
后
於
玄
室
。

一
〇
月
）
甲
辰
、
詔
以
功
臣
配
饗
太
廟
。

『
魏
書
』
巻
七
上
、
高
祖
紀
第
七
上

延
興
三
年
）
十
有
二
月
庚
戌
、
詔
關
外
苑
囿

民
樵
採
。

『
魏
書
』
巻
七
下
、
高
祖
紀
第
七
下

太
和
一
一
年
八
月
）
辛
巳
、
罷
山
北
苑
、
以
其
地
賜
貧
民
。

『
魏
書
』
巻
八
、
世
宗
紀
第
八

正
始
元
年
（
五
〇
四
））
十
有
二
月
丙
子
、
以
苑
牧
公
田
分
賜
代
遷
之
戸
。

『
魏
書
』
巻
八
、
世
宗
紀
第
八

延
昌
二
年
（
五
一
三
））
閏
二
月
辛
丑
、
以
苑
牧
之
地
賜
代
遷
民
無
田
者

『
魏
書
』
巻
一
一
〇
、
食
貨
志
六
第
一
五

十
一
年
、
大
旱
、
京
都
民
飢
。
加
以
牛
疫
、
公
私
闕
乏
。
時
有
以
馬
驢
及

駝
供

駕
輓
耕
載
。
詔

民
就
豐
。

『
魏
書
』
巻
六
〇
、
列
傳
第
四
八

韓
麒
麟

今
京
師
民
庶
、
不
田
者
多
、
遊
食
之
口
、
三
分
居
二
。
蓋
一
夫
不
耕
、
或
受
其
飢
。

況
於
今
者
、
動
以
萬
計
。
故
頃
年
山
東
遭
水
、
而
民
有

終
。
今
秋
京
都
遇
旱
、

穀
價
踊
貴
。
實
由
農
人
不
勸
、
素
無
儲
積
故
也
。

『
魏
書
』
巻
六
〇
、
列
傳
第
四
八

韓
麒
麟

上
垂
覆
載
之
澤
、
下
有
凍

之
人
、
皆
由
有
司
不
為
明
制
、
長
吏
不
恤
其
本
。
自

承
平
日
久
、
豐
穰
積
年
、
競
相
矜

、
遂
成
侈
俗
。
車
服
第
宅
、
奢

無
限
。
喪

葬
婚
娶
、
為
費
實
多
。
貴
富
之
家
、
童
妾
玄
服
。
工
商
之
族
、
玉
食
錦
衣
。
農
夫

糟
糠
、

婦
乏
短
褐
。
故
令
耕
者
日
少
、
田
有
荒
蕪
。
穀
帛

於
府
庫
、
寶
貨

盈
於
市
里
。
衣
食

於
室
、
麗
服
溢
於
路
。
飢
寒
之
本
、
實
在
於
斯
。
愚
謂
凡
珍

玩
之
物
、
皆
宜
禁

、
吉
凶
之
禮
、
備
為
格
式
、
令
貴
賤
有
別
、
民

朴
素
。
制

天
下
男
女
、
計
口
受
田
。
宰
司
四
時
巡
行
、
臺
使

一
按

。
勤
相
勸
課
、
嚴
加

賞
賜
。
數
年
之
中
、
必
有
盈

、
雖
遇
災
凶
、
免
於
流
亡
矣
。

『
漢
書
』
巻
一
上
、
高
帝
紀
第
一
上

二
年
条

養
鳥

曰
苑
、
苑
有
垣
曰
囿
、
所
以
種
植
謂
之
園

『
文
選
』
巻
一

班
孟
堅
兩
都
賦
二
首

兩
都
賦
序

鄭
玄
曰
、
囿
、
今
之
苑
。

増
淵
龍
夫
『
新
版

中
国
古
代
の
社
会
と
国
家
』（
一
九
九
六
年
、
岩
波
書
店
）

三
四
六
頁
参
照

増
淵
龍
夫

前
掲
書

三
四
七
頁
参
照

増
淵
龍
夫

前
掲
書

三
五
〇
頁
参
照

堀
敏
一

前
掲
書

四
二
五
頁
参
照

堀
敏
一

前
掲
書

四
二
五
頁
参
照

堀
敏
一

前
掲
書

四
二
八
頁
参
照

堀
敏
一

前
掲
書

四
二
九
頁
参
照

『
魏
書
』
巻
一
一
四
、
釋
老
志
一
〇
第
二
〇

一
四
二



晉
世
、
洛
中
佛
圖
有
四
十
二
所
矣
。

『
魏
書
』
巻
一
一
四
、
釋
老
志
一
〇
第
二
〇

自
興
光
至
此
、
京
城
内
寺
新
舊
且
百
所
、
僧
尼
二
千
餘
人
、
四
方
諸
寺
六
千
四
百

七
十
八
、
僧
尼
七
萬
七
千
二
百
五
十
八
人
。

『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
五

天
平
元
年
、
遷
都

城
、
洛
陽
餘
寺
四
百
二
十
一
所
。（
二
四
四
頁
参
照
）

尚
、
本
稿
で
は

楊
衒
之
著
・
楊
勇
校
箋
『
洛
陽
伽
藍
記
校
箋
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
六
年
）

を
用
い
た
。

『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
五

寺
有
一
千
三
百
六
十
七
所
。（
二
四
四
頁
参
照
）

『
洛
陽
伽
藍
記
』
巻
五

嵩
高
中
有

居
寺
・
栖
禪
寺
・
嵩
陽
寺
・
道

寺
。
上
有
中
頂
寺
。
東
有
昇
道
寺
。

（
二
四
四
頁
参
照
）

『
魏
書
』
巻
九
〇
、
列
傳
逸
士
第
七
八

亮

世
宗
給
其
工
力
、
令
與
沙
門
統
僧
暹
・
河
南
尹

等
、
周
視
崧
高
形
勝
之
處
、

遂
造
閑
居
佛
寺
。
林
泉
既
奇
、
營
製
又
美
、
曲
盡
山
居
之
妙
。
亮
時
出
京
師
。
延

昌
二
年
冬
、
因
遇
篤
疾
、
世
宗
敕
以
馬
輿
送
令
還
山
、
居
崧
高
道
場
寺
。
數
日
而

卒
。『

説
嵩
』
巻
三

寺
故
元
魏
宣
武
離
宮
也
。
建
于
永
平
二
年
、
詔

亮
與
沙
門
統
僧
暹
・
河
南
尹

視
形
勝
處
創
興
焉
。
有
鳳
陽
殿
・
八
極
殿
。
明
帝
正
光
時
、

閑
居
寺
。
廣
大

佛
刹
、

極
国
財
、
僧
徒
七
百

、
堂
宇

千
間
。
建
立
十
五
層
塔
、
發
地
四
鋪
、

陵
空
八
相
、
方
丈
十
二
、
戸

数
百
。
東
有
七
佛
殿
、
西
有
定
光
佛
堂
。
隋
開
皇

年
改
題
嵩
岳
寺
、
置
舎
利
塔
、
高
僧
輩
出
。（
五
四
頁
参
照
）

尚
、
本
稿
で
は
、

景
日

撰
・
周
樹
徳

呉
效
華
校
点
『
嵩
岳
文
献
叢
刊

第
三

説
嵩
』

（
中
州
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）

を
用
い
た
。

『
説
嵩
』
巻
三

寺
建
于
元
魏
、
司
空
裴
衍
嘗
為
寺
主
。
浮
屠
大
者
、
高
数
十
仞
。
筧
東
㵎
水
絶
溪
、

引
入
檐
除
。
僧
徒
多
至
数
百
人
。
時
拓
跋
佞
佛
、

後
統
内
姫
時
命
車
駕
。
梵
宇

之
勝
、
甲
于
中
土
。
迄
唐
麟
徳
間
改
寺
為

、
移
碑
于
会
善
。（
第
三

、
四
七

頁
参
照
）

『
魏
書
』
巻
一
一
四
、
釋
老
志
一
〇
第
二
〇

釋

又
有
西
域
沙
門
名
跋
陀
。
有
道
業
、
深
為
高
祖
所
敬
信
。
詔
於
少
室
山
陰
、
立
少

林
寺
而
居
之
、
公
給
衣
供
。

『
説
嵩
』
巻
三

創
始
于
後
魏
正
光
二
載
。
明
帝
妹
永
泰
公
主
出
俗
為
尼
、
帝
勅
置
焉
。
廃
于
周
、

興
于
隋
、
唐
移
額
于

師
、
寺
因

矣
。
神
龍
時
、
嵩
岳
僧
道
瑩
奏
請
修
復
祀
永

泰
公
主
、
因
以
名
寺
。（
第
三

、
五
九
頁
参
照
）

『
説
嵩
』
巻
三

魏
名
護
国
。
晋
永
康
時
、
寺
前
増
建
一
刹
、
曰
法
華
、
魏
孝
文
帝
避
暑
于
此
。
隋

仁
寿
二
年
、
創
舎
利
塔
、
名
舎
利
寺
。
唐
貞
観
三
年
、
勅
補
佛
像
、
名
曰
功
徳
。

開
元
時
更
名
御
容
。
代
宗
大
歴
間
、
又
更
名
広
徳
法
王
寺
。（
第
三

、
五
六
頁

参
照
）

『
説
嵩
』
巻
三

北
魏
文
帝
離
宮
也
。
恭
陵
王
施
作
福
田
、
為
澄
覚
師
精
舎
。
隋
開
皇
間
、
賜
名
会

善
寺
。
唐
時
増
飾
、
有
卒

渚
波
・
瑠
璃
壇
。（
第
三

、
五
七
頁
参
照
）

『
集
古
録
』
巻
六

宋

陽
修
撰

唐
李

嵩
嶽
寺
碑
開
元
二
十
七
年

『
説
嵩
』
巻
二
四

嵩
岳
寺
者
、
後
魏
孝

帝
之
離
宮
也
。
正
光
元
年
、
榜
閑
居
寺
、
廣
大
佛
刹
、

極
國
財
。
濟
濟
僧
徒
彌
七
百
衆
、
落
落
堂
宇

一
千
間
。（
第
三

、
五
四
〇
頁

参
照
）

『
續
高
僧
傳
』
巻
一
六

即
住
嵩
岳
寺
。
僧
有
百
人
泉
水
纔
足
。（『
大
正
蔵
』
巻
五
〇
、
五
五
三
頁
下
段
二

三
行
目
）

一
四
三

中
国
に
於
け
る
山
嶽
と
仏
教



『
嵩
陽
石
刻
集
記
』
巻
上

乃
皇
帝
傾
心
以
師
資
、
朝
野
望
風
而
屈
膝
。
此
山
先
來
未
有
塔
廟
、
禪
師
將
欲
接

引
四
生
、
永
辭
沸

、

品
、
遠
離
炎

。
卜
茲
福
地
、
創
立
神

。（
七

頁
参
照
）

尚
、
本
稿
で
は
、

叶
封
撰
・
宋
学
清
校
点
『
嵩
岳
文
献
叢
刊

第
二

嵩
陽
石
刻
集
記
』（
中

州
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）

を
用
い
た
。

『
嵩
陽
石
刻
集
記
』
巻
上

于
太
和
八
年
歳
次
甲
子
建
造
伽
藍
、
築
立
塔
殿
、
布
置
僧
坊
、

深
梗
概
。

（
第
二

、
七
頁
参
照
）

『
嵩
陽
石
刻
集
記
』
巻
上

公
王
卿
士
、
咸
發
□
向
之
心
。
凡

庶
民
、
並
欣
喜
捨
之
志
。
司
空
公
裴
衍
昔
在

齊
都
、
欽
承
師
徳
、
願

中
國
、
為
寺
檀
主
。（
第
二

、
七
頁
参
照
）

『
嵩
陽
石
刻
集
記
』
巻
下

少
林
寺
者
、
後
魏
孝
文
之
所
立
也
。（
第
二

、
三
九
頁
参
照
）

『
嵩
陽
石
刻
集
記
』
巻
下

沙
門
跋

者
、
天
竺
人
也
。
空
心
玄
粹
、
惠
性
淹
遠
、
傳
不
二
法
門
、
有
甚
深
道

業
。
緬
自
西
域
、
来
遊
國
都
。
孝
文
屈
黄
屋
之
尊
、
申

林
之
敬
。
太
和
中
、
詔

有
司
於
此
寺
處
之
、
淨
供
法
衣
、
取
給
公
府
。
法
師
廼
於
寺
西
臺
造

利
塔
、
塔

後
造
翻
經
堂
。（
第
二

、
三
九
頁
参
照
）

『
嵩
陽
石
刻
集
記
』
巻
下

時
有
三
藏
法
師
勒
那
翻
譯
經
論
、
遊
集
刹
土
。
稠
禪
師
探
求
正
法
、
住
持
塔
廟
。

（
第
二

、
四
〇
頁
参
照
）

『
嵩
陽
石
刻
集
記
』
巻
上

少
林
寺
者
、
蓋
權
輿
於
太
和
中
、
廢
於
承
光
、
更
名
於
大
像
、
錫
田
於
開
皇
。

（
第
二

、
三
三
頁
参
照
）

『
嵩
陽
石
刻
集
記
』
巻
上

其
神
異
之
尤
、
若
跋

之
經
始
、
靈
塔
劫
火
不
焚
、
指
眄
泉
流
使
之
西
注
。
稠
公

揮
杖
、
而
二

解

。
惠
可
割
臂
、
而
三
業
息
塵
。（
第
二

、
三
三
頁
参
照
）

『
續
高
僧
傳
』
巻
一
六

時
値
孝
文
敬
隆
誠
至
別
設
禪
林
、
鑿
石
為

結
徒
定
念
。
國
家
資
供
倍
加
餘
部
。

『
大
正
蔵
』
巻
五
〇
、
五
五
一
頁
上
段
二
七
〜
二
九
行
目
）

『
續
高
僧
傳
』
巻
一
六

後
隋
帝
南
遷
定
都
伊
洛
、
復
設
靜
院
勅
以
處
之
。
而
性
愛
幽
栖
林
谷
是
託
、
屡
往

嵩
岳
高
謝
人
世
。
有
勅
就
少
室
山
為
之
造
寺
。
今
之
少
林
是
也
。（『
大
正
蔵
』
巻

五
〇
、
五
五
一
頁
中
段
五
〜
八
行
目
）

『
嵩
陽
石
刻
集
記
』
巻
下

天
寶
十
一
載
歳
在
壬
辰
閏
三
月
五
日
建
、

川
處
士
荀
望
書
。（
第
二

、
四
三

頁
参
照
）

『
嵩
書
』
巻
二
〇

茲
宝
海
、
創
自
後
魏
正
光
二
載
、
即
孝
明
帝
之
賢
妹
也
。
乃
居
寵
若
驚
、
剋
修

雅
志
、
霍
乎
出
俗
、
入
道
為
尼
。
以
誠
信
有
征
、
勅
為
置
明

寺
。
兼
度
士
庶
女

等
、
百
有
人
矣
。（
第
一

、
四
六
〇
頁
参
照
）

尚
、
本
稿
で
は
、

傅
梅
撰
・
向
東
関
林
校
点
『
嵩
岳
文
献
叢
刊

第
一

嵩
書
』（
中
州
古
籍

出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）

を
用
い
た
。

『
嵩
陽
石
刻
集
記
』
巻
下

大
宋
嵩
山
会
善
寺
重
修
佛
殿
碑

開
寶
五
年
歳
次
壬
申
閏
二
月
二
十
八
日
建
、
莫
仁
美
刻
字
。（
第
二

、
五
四
頁

参
照
）

『
嵩
書
』
巻
二
一

会
善
寺
者
、
基
構
資
始
本
後
魏
孝
文
離
宮
。
櫟
宇
相
循
、
為
澄
覚
禅
師
之
精
舎
。

恭
陵
王
乃
一
時
哲
士
、
施
作
福
田
。
澄
覚
師
則
六
祖
名
流
、
浄
其
心
地
。
出
于
宿

種
、
同
植
善
根
。（
第
一

、
四
八
七
頁
参
照
）

『
魏
書
』
巻
一
一
四
、
釋
老
志
一
〇
第
二
〇

釋

内
外
之
人
、
興
建
福
業
、
造
立
圖
寺
、
高
敞
顯
博
、
亦
足
以
輝
隆
至
教
矣
。
然
無

知
之
徒
、
各
相
高
尚
、
貧
富
相
競
、
費
竭
財
産
、
務
存
高
廣
、
傷
殺
昆
蟲
含
生
之

一
四
四



類
。
苟
能
精
致
、
累
土
聚
沙
、
福
鍾
不
朽
。
欲
建
為
福
之
因
、
未
知
傷
生
之
業
。

朕
為
民
父
母
、
慈
養
是
務
。
自
今
一
切

之
。

『
魏
書
』
巻
一
一
四
、
釋
老
志
一
〇
第
二
〇

城
内
唯
擬
一
永
寧
寺
地
、
郭
内
唯
擬
尼
寺
一
所
。
餘
悉
城
郭
之
外
。

『
魏
書
』
巻
一
一
四
、
釋
老
志
一
〇
第
二
〇

其
有
造
寺
者
、
限
僧
五
十
以
上
、

聞

造
。
若
有

營
置
者
、
處
以
違
敕
之
罪
、

其
寺
僧

擯
出
外
州
。

『
魏
書
』
巻
一
一
四
、
釋
老
志
一
〇
第
二
〇

自
今
外
州
、
若
欲
造
寺
、
僧
滿
五
十
已
上
、
先
令
本
州
表
列
、
昭
玄
量
審
、
奏

乃
立
。
若
有
違
犯
、
悉
依
前
科
。

『
魏
書
』
巻
一
一
四
、
釋
老
志
一
〇
第
二
〇

自
遷
都
已
來
、
年

二
紀
、
寺
奪
民
居
、
三
分
且
一
。

『
魏
書
』
巻
一
一
四
、
釋
老
志
一
〇
第
二
〇

（
太
和
）
十
年
冬
、
有
司
又
奏
、
前
被
敕
以
勒
籍
之
初
、
愚
民
僥
倖
、

入
道
、

以
避
輸
課
。
…
（
後
略
）
…

一
四
五

中
国
に
於
け
る
山
嶽
と
仏
教


